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開    会 

 

○林部会長 それでは、定刻となりましたので、ただいまから電波監理審議会

有効利用評価部会の第３０回会合を開催いたします。本日もお忙しいところお

集まりいただきまして、ありがとうございます。 

 本日の部会もウェブによる開催とさせていただいております。 

 本日の有効利用評価部会は、電波監理審議会委員の笹瀬会長と私、両名が出

席しておりますので、電波監理審議会令第３条に基づく定足数を満たしており

ます。 

 それでは、まず、本日の資料及び議事録の取扱いにつきまして、前回の部会

でもお伝えしたところでございますが、公共業務用無線につきましては、公に

することにより、公共の安全と秩序の維持等に支障を及ぼすおそれがある非公

表情報を含んでおります。本日の資料のうち、資料３０－２につきましては、

これらの情報が含まれております。 

 このため、本日の議事録及び資料につきましては、後日、事務局におきまし

て非公表情報を特定いただきまして、構成員の皆様にも確認を行った上で、評

価後に公表することといたしますので、御承知おきいただければと存じます。

よろしくお願いいたします。 

 それでは、早速でございますが、お手元の議事次第に従いまして議事を進め

てまいります。 

 議事の（１）でございます。まず総務省関係者より御説明いただきたいと思

いますので、事務局におかれましては、総務省関係者の皆様に御入室いただく

ようお願いいたします。 

○宮良幹事 承知いたしました。入室までしばらくお待ちいただきますようお
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願いいたします。 

 総務省関係者の入室を確認いたしましたので、林部会長におかれましては、

議事の進行をお願い申し上げます。 

○林部会長 承知いたしました。 

 

議    事 

 

（１）令和５年度電波の利用状況調査（各種無線システム・７１４MHz超の周波

数帯）の調査結果のうち重点調査に関する評価結果（案） 

 

○林部会長 それでは、お手元の議事次第に従いまして、議事を進めてまいり

ます。 

 議事の（１）令和５年度電波の利用状況調査（各種無線システム・７１４MHz

超の周波数帯）の調査結果のうち重点調査に関する評価結果（案）につきまし

て、評価結果（案）の議論に入る前に、重点調査結果の修正、及び前回の部会

において別途回答することとなっておりました事項につきまして、電波政策課

の伊藤補佐より御説明をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○伊藤補佐 電波政策課の伊藤でございます。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

 最初に、重点調査の資料の修正と、前回２９回部会にていただきました質問

への回答について御報告をいたします。 

 資料２ページを御覧ください。最初に、大変申し訳ございません。重点調査

２６GHz帯ＦＷＡの調査結果におきまして、集計の誤りがございましたので御報

告をいたします。具体的には、周波数ブロックごとの無線局数の集計を行う図

表におきまして、一部の無線局が誤って隣接するブロックにも重複計上されて
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おりました。修正の対象となりますのは、２ページに掲げたものとなります。

前回部会で説明した資料における、別冊１の１７ページ、１８ページの図表と

なります。 

 ３ページ目を御覧ください。赤枠で囲ったＢ２からＢ５ブロックとＢ'２から

Ｂ'５ブロックを、多くの無線局が一部の周波数帯に偏っているとして説明をし

ておりました。 

 ４ページ目、修正した図表を御覧ください。修正の結果、赤枠の部分がＢ３

からＢ５ブロックと、Ｂ'３からＢ'５ブロックとなっております。参考として、

表の右に修正前の無線局数を掲載しておりまして、変更のあった値を黄色で強

調しております。また、これにより赤枠の間の中央の比較的局数の少ない周波

数帯の幅が６１５MHzから６７５MHzに広がっております。ただし、前回で御説

明いたしました５Ｇの１チャンネルを４００MHzと仮定し、現在空いている部分

に１チャンネルを割り当てた場合、将来２６GHz帯が全て５Ｇ向けになったとし

ても、この帯域で最大の４チャンネルを確保するのは難しくなるという御説明

に変更はないところでございます。 

 また、次の５ページ、６ページを御覧ください。周波数ブロックで整理して

おりました無線局の年間の運用区域の実績につきましても同様の修正をしてお

ります。 

 前回御説明した資料としては以上ですが、調査結果本誌などにも関連図表が

ございますので、こちらも併せて修正をさせていただきました。 

 ７ページ目を御覧ください。続いて、前回２９回の部会で若林特別委員から

いただいた質問に回答させていただきます。２６GHz帯ＦＷＡの月ごとの発射日

数について、常時発射でない無線局のみとした場合、年間で何日程度電波を発

射しているか内訳を確認しましたところ、常時発射ではない無線局１,５８３局

のうち、１年間で発射実績があったのは２２局で、ほとんどの無線局は発射実
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績がありませんでした。そこで、常時発射ではない、かつ、１年間で発射実績

のある無線局に絞って集計いたしますと、平均で１３７.５日、中央値としては

６１日発射していることが分かりました。また、月ごとの発射日数につきまし

ては、資料の図表を御参照ください。 

 説明は以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○林部会長 どうも御説明ありがとうございました。ただいまの御説明につき

まして御質問、御意見等ございましたらお願いいたします。よろしゅうござい

ましょうか。 

 特にないようでございますので、伊藤補佐、どうもありがとうございました。 

 それでは、この後は評価結果（案）に関する議論を行いますので、事務局に

おかれましては、総務省関係者の御退席の対応をお願いしたいと思います。 

○宮良幹事 事務局でございます。それでは、総務省関係者の方は御退席をお

願いいたします。構成員の皆様方におかれましては、少々お待ちいただけたら

と思います。 

 総務省関係者の退席が完了いたしましたので、御報告申し上げます。林部会

長、議事の再開をお願い申し上げます。 

○林部会長 承知いたしました。それでは、議事を再開いたします。 

 議事の（１）令和５年度電波の利用状況調査（各種無線システム・７１４MHz

超の周波数帯）の調査結果のうち重点調査に関する評価結果（案）につきまし

て、まず事務局より御説明をお願いいたします。 

○宮良幹事 事務局でございます。それでは、資料３０－１－２に基づきまし

て御説明申し上げます。 

 表紙、上の枠の赤字に記載してございますが、５月２４日開催予定の部会（第

３２回）におきまして、評価結果（案）の全体の取りまとめを予定させていた

だいているところでございます。本日の４月１９日の部会（第３０回）におき
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ましては、重点調査の２システムの評価案の御審議をお願い申し上げられれば

と思います。 

 次のページの目次を御覧ください。赤の実線枠の部分が重点調査の対象シス

テムの評価案でございまして、１つ目が２６GHz帯のＦＷＡ、２つ目が４０GHz

帯の映像ＦＰＵとなります。また、下のほうに赤の点線枠がございます。こち

らにつきましては、本日この後の議題（３）におきまして、担当課のほうから

調査結果の詳細報告を予定しております４つの区分に係る評価を目次に示させ

ていただいております。こちらは次回５月７日開催予定の部会において御審議

いただきたい内容となってございます。 

 また、一番下、赤字部分ですが、この赤枠以外の部分につきましては、５月

２４日開催の部会にて御審議をいただきたい項目となります。 

 次の２ページ目でございます。「はじめに」の部分からは、現時点版ではござ

いますが、利用状況調査や有効利用評価の背景などを記載しておりまして、４

ページになりますが、有効利用評価方針の評価基準などを示しているという状

況でございまして、御参考としていただければと存じます。 

 次の５ページ目から、本日御審議いただきたい重点調査対象システムのうち

２６GHz帯の評価となります。このページにおきましては、上側につきましては

システムの概要といたしまして、本システムが主に携帯電話等の基地局と交換

機をつなぐ伝送路、いわゆるエントランス回線として用いられていることの説

明、また下側は、重点調査システムに選定された理由といたしまして、図も御

覧いただければと思いますが、本システムが利用可能な周波数帯、具体的には

２５.２５GHzから２７.０GHzの緑のところでございますが、この１７５０MHz幅

が５Ｇへの割当て候補ということが周波数再編アクションプランの令和４年度

版において記載されているといったところの背景がございまして、今後の動向

の把握を詳細に行うといったようなことが選定理由となっております。 
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 次の６ページ目を御覧ください。ここから（１）各評価基準に照らした分析

といたしまして、有効利用評価方針の評価基準の項目ごとに記載を行ってござ

います。 

 まず、アの部分でございますが、こちらは免許人数や無線局数、無線局の具

体的な使用実態等について記載を行ってございます。 

 まず免許人、無線局につきましては、前回調査時から、免許人は増減はなし

で７者、無線局数は５０局程度減少し、約５,６００局となっております。 

 資料の真ん中辺りに注意書きがございます。他の周波数帯のＦＷＡの免許人

数、無線局数を記載してございますが、ほかの周波数帯と比べると、比較的多

くの免許人、無線局が運用されているような状況でございます。 

 次の段落でございます。今後３年間で見込まれる無線局の増減につきまして

は、調査の結果、減少する可能性があることが確認されております。この後、

周波数の利用状況、時間的利用状況、エリア利用状況を順にまとめてございま

すが、まずはこのページ、黄色網かけ部分が周波数の利用状況となります。 

 次のページのブロック図も御覧いただければと存じますが、この２６GHz帯Ｆ

ＷＡにつきましては、総務省が定めております周波数の割当計画におきまして、

割当て可能な周波数ブロックが規定されてございまして、図の下のほうにＢ１

やＤ１といったようなブロックがございますが、これが計２６ブロックござい

ます。黄色網かけ部分では、調査の結果、このうち１４ブロック、１ブロック

が６０MHz幅となりますので、計８４０MHz幅には無線局が存在しているという

状況でございました。ただし、周波数ブロックごとの無線局数には多寡があり、

最大はＢ４ブロックの１,５８２局、また、２０局未満が４ブロックあったとい

う状況でございます。こちらにつきましては、先ほど担当課から説明ございま

した重点調査結果の修正の反映を行った後のものというところで御理解いただ

ければと思います。 
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 また、残る１２ブロックの計７２０MHz幅は、無線局数はゼロ局となっており

まして、また、この帯域の両端など未利用帯域の１９０MHz幅を加えた計９１０

MHz幅は未割当帯域であることが確認されたというところで、具体的な数値を記

載している状況でございます。 

 次の７ページ目の中段からは、時間的利用状況を記載してございます。まと

めといたしましては、次の８ページ、上側の黄色い網かけの部分となってござ

いまして、その下の図も御覧いただければと思いますが、図の中の青色、これ

が調査の結果、常時発射、原則２４時間３６５日電波を発射すると回答した局

数が、約７０％の３,９９０局ございました。また、オレンジ色の常時発射では

ないと回答した無線局数が、約３０％の１,５８０局程度でございました。 

 下のほうの緑や灰色の部分につきましては、調査結果の御報告では、月ごと

の発射の日数の最大や平均などの詳細報告ございましたが、ここでは少し軸を

変えておりまして、３つに分類してございます。 

 １つ目は濃い緑のところでございますが、こちらは調査期間の１年間、令和

４年４月１日から令和５年３月３１日までの調査の結果、実際に３６５日電波

を発射していた局を濃い緑色で示しております。こちらが約６０％弱の３,３０

０局程度でございました。また、薄い緑色のところにつきましては、３６５日

未満の発射実績があった局が約２％の９４局、１日当たりの平均発射日数は１

８５日といったような結果でございました。これら２つの緑のところ、発射実

績があった局は約６割の３,４００局程度となっております。 

 残りの灰色の部分、約４０％弱の２,１００局程度につきましては、調査期間

の１年間では電波を発射していなかった局数となります。なお、常時発射では

ない理由は、調査の結果によりますと、予備用や故障交換用、イベント時、災

害時に利用といったような回答になってございました。この点、説明省略して

恐縮ですが、前のページのほうに記載を行っているところでございます。この
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結果から、灰色のところの４割につきましては、調査期間の1年間で予備用など

の理由で電波を発射していない局があったという状況でございました。 

 次の黄色い網かけ部分、通信量につきましては、増加予定が５３.８％程度と

なっておりまして、今後通信量が増加する可能性があることが確認されたとし

てございます。 

 次の黄色網かけ部分につきましてはエリア利用状況になりますが、こちら調

査の結果、主に５キロメートル以下の区間で利用されているということが判明

しております。 

 次のページの上側の図でございますが、青色の固定設置型、つまり１つの地

点に固定設置した状態で電波の発射を行うものが約７０％の４,０００局程度、

図の矢印の先に内訳として常時発射、常時発射ではないといったような分け方

をしておりますが、固定設置型につきましてはほぼ常時発射の局であったとい

う状況でございます。 

 また、オレンジの約３０％弱が可搬固定設置型、これは、無線設備の移動は

可能であるが停止中のみ電波の発射を行うものですが、こちらが約３０％、こ

れらは全て常時発射ではない無線局といったような状況でございました。 

 下側の図でございますが、年間の運用区域実績、こちらは先ほどの調査期間

の１年間で発射実績があった６割の３,４００局の運用区域の図でございますが、

固定設置型につきまして、ほぼ３６５日２４時間電波を発射している局は、都

道府県によって局数に多寡はありますが、全国的に利用されている状況、右側

の可搬固定設置型は１２都道府県で利用され、延べ局数といたしましては２８

局といったような状況でございました。 

 また、図の下側の黄色網かけ部分と、次のページのブロック図も御覧くださ

い。無線局数がトータル１,５００局程度あったＢ３などの４ブロック、左右の

上から下まで基本的に緑になっているところにつきましては、おおむね全国的
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に利用されておりますが、その他のブロックにつきましては一部の都道府県で

利用されております。また、２つのブロックにつきまして、免許がある局数自

体は１１局あるＢ７、またＢ'７のブロックにつきましても７局ございますが、

これらの２ブロックでは１年間の運用実績はなかったといったところを黄色網

かけ部分にも記載してございます。 

 続いて、次のイの部分につきましては、周波数の共用状況ということで、５

Ｇの割当てに向けた検討を令和５年度から実施するといったようなところがア

クションプランの記載にございます。こちらは前回部会において御確認いただ

きました総務省の検討状況を記載してございますが、端的には令和６年度まで

検討は進めていくといったような状況を記載してございます。 

 続きまして（２）、次の１１ページ目の下側でございますが、実測による発射

状況等の分析につきまして、有効利用評価方針に沿って記載してございます。

こちらにつきましては、次のページの最後のほうになりますが、調査結果の報

告でございました実測値とシミュレーション値の比較で、１キロメートル以下

の地点では実測値がシミュレーション値より低くなる傾向があるなど、差異が

認められたといったような中身をこの項目で記載してございます。 

 ページ飛びますが１３ページ目になります。（４）の評価において、これらを

まとめて評価を記載してございます。 

 まず、２６GHz帯ＦＷＡの利用が可能な２５.２５GHzから２７.０GHzまでの１

７５０MHz幅に係る電波の利用状況は以下のとおりとしてございまして、周波数

の利用状況などは、先ほどの御説明の内容を端的に記載しております。 

 次のページの赤枠部分を御覧ください。この部分は特に御審議いただければ

と存じますが、「以上から」といたしまして、電波の有効利用の程度といたしま

しては、一定程度の利用は行われているものの、無線局の運用が行われていな

い未利用帯域や運用されていない時間、区域もあるということから、今後、無
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線局数が減少する可能性も考慮しつつ、さらなる電波の有効利用を図っていく

ことが適当であるとしてございます。 

 現在、総務省におきまして、この２６GHz帯において５Ｇへの割当てに向けた

共用検討の技術的条件、また、２６GHz帯から移行先周波数候補として２２GHz

帯ＦＷＡの高度化に向けた技術的検討が進められている点、また、技術的検討

に当たりましては、この段落の最後になりますが、今後総務省においては以下

に示す検討を実施していくことを期待するとしてございまして、４つのポツを

記載してございます。 

 まず１つ目のポツにつきましては、全国的に３６５日２４時間常時電波発射

する無線局もございますので、５Ｇとの共有を行う場合は、相互に干渉が生じ

ないよう適切な離隔距離を確保することが必要であるため、５Ｇの利用可能エ

リアがどの程度のエリアとなるのか、検討を実施していくこととしてございま

す。その際、実測値とシミュレーション値に差異があることに留意しつつ、検

討を実施すべきとしてございます。 

 次のポツにつきましては、電波を常時発射していない無線局もございますの

で、この点につきましては、ダイナミック周波数共用による５Ｇの利用可能性

について検討を実施していくこととしてございます。 

 次のポツにつきましては、無線局が運用されていない未割当帯域もございま

した。こちらは、今後の共用検討の結果、現状においても５Ｇに割当て可能な

帯域が確保できる場合は、具体的な周波数の利用ニーズを踏まえつつ、先行的

な割当ての可能性も含めて検討を実施していくこととしてございます。 

 最後のポツにつきましては、以上の検討結果や、２２GHz帯ＦＷＡの高度化の

検討状況を踏まえ、２６GHz帯ＦＷＡの既存免許人の意向も考慮しつつ、２６G

Hz帯ＦＷＡの全体を２２GHz帯へ移行する可能性も含めて検討を実施していくこ

ととしてございます。 
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 最後のパラグラフにつきましては、本帯域につきましては、さらなる電波の

有効利用に向け、引き続き総務省において、５Ｇへの割当て、本帯域全体の有

効利用方策に係る検討を推進していくことが適当であるとしてございます。 

 続きまして１５ページ目から、２つ目の重点調査システム、４０GHz帯映像Ｆ

ＰＵでございます。システムの概要といたしましては、放送番組の素材につい

て、陸上競技等のイベント中継で用いられるワイヤレスカメラなどで用いられ

ている旨を記載してございます。 

 下側、選定理由につきましては、こちらも下の図、赤色の４０GHz帯映像ＦＰ

Ｕの利用帯域、４１GHzから４２GHzが５Ｇの割当て候補になっていることを記

載してございます。 

 １６ページ目でございます。評価基準の項目ごとの分析でございますが、免

許人は１者、無線局数は９局と、前回調査から増減はございませんでした。ペ

ージの中段辺りに、こちらも注書きで他の周波数帯のＦＰＵの免許人や無線局

数を記載しておりますが、これらと比較すると４０GHz帯は少数にとどまってい

るという状況です。ただ、次のパラグラフにありますとおり、今後３年間で無

線局数は増加する可能性があるという状況でございます。 

 本システムにつきましても、周波数、時間、エリア利用状況の順にまとめて

ございます。このページの下の黄色網かけ部分が周波数利用状況でございます

が、調査の結果を確認いたしましたところ、４１GHzから４２GHzの１０００MHz

幅の範囲で電波の利用が行われる可能性がありますが、無線局の運用時は、１

つの周波数帯で最大１１２MHz幅に固定し運用されるとの調査結果となってござ

いました。ただし、１０００MHzの幅の中で複数の無線局が同時に運用される場

合も想定され、この場合、複数の局、例えば２局であれば、１１２MHz掛ける２

の２２４MHz幅などでトータルで運用される可能性もあるという状況でございま

す。 
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 次の１７ページ目は時間的な利用状況でございますが、上の図はオレンジ１

色となっておりまして、全て常時発射ではない無線局で、イベント時などに利

用されるとの結果でございました。 

 黄色い網かけ部分でございますが、調査期間の１年間で発射実績があったの

は５局、延べの日数につきましては４８日でございました。また、その下の黄

色網かけ部分、発射時間帯につきましては、日中の通信が多く、深夜の通信は

なかったという状況でございます。ただし、次の黄色い網かけのとおり、通信

の頻度等の増加に伴いまして、年間の運用日数や発射時間帯は増加する可能性

があるといったような状況です。 

 次のパラグラフからは、エリア利用状況です。全ての無線局は１キロメート

ル以下での利用となっておりました。 

 次のページ、発射実績のあった５局は、図のとおり、東京と広島で利用され

るといったような調査結果となってございました。ただし、番組制作で利用し

ているということですので、運用区域は変動し、全国で利用される可能性があ

るといったような状況かと存じます。 

 イの部分、こちらも先ほどの２６GHz帯と同様、５Ｇとの共用検討の状況を前

回部会で確認いただいた結果を記載してございまして、こちらにつきましては、

ダイナミック周波数共用による５Ｇの運用を目指して、令和６年度には共用シ

ステムの検証システムの構築、動作検証の実施を予定しているといったような

記載を行っております。 

 次の１９ページ、（２）発射状況の分析では、こちらも調査の結果、実測値と

シミュレーション値に差異があったといったような点を記載してございます。 

 最後２０ページ、（４）評価を御覧ください。４０GHz帯映像ＦＰＵの利用が

可能な４１GHzから４２GHzの１０００MHz幅に係る電波の利用状況は以下のとお

りといたしまして、こちらも、まずは周波数や時間的利用状況を、先ほどの説
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明を端的に記載しております。 

 次の２１ページ目を御覧ください。「以上から」といたしまして、電波の有効

利用の程度としては、一定程度の利用は行われているものの、運用時に使用さ

れていない周波数帯域や無線局が運用されていない時間・区域においては、今

後、無線局数の増加や１局当たりの運用時間・運用区域が拡大する可能性にも

留意しつつ、さらなる電波の有効利用を図っていくことが適当であるとしてご

ざいます。 

 次のパラグラフ、こちらも現在、総務省において、ダイナミック周波数共用

による５Ｇの割当てに向けた技術検討が進められてございます。検討に当たり

ましては、４０GHz帯映像ＦＰＵの利用ができなくなった場合に、放送番組の制

作への影響を及ぼす可能性があることにも留意しつつ、本システムが運用され

ていない周波数、時間、区域において、引き続きダイナミック周波数共用によ

る５Ｇの利用可能性について検討を実施していくことを期待するとしてござい

ます。また、その際、実測値とシミュレーションに差異があることにも留意し

つつ、検討を実施すべきとしてございます。 

 最後でございますが、４０GHz帯については、さらなる電波の有効利用に向け、

引き続き総務省において、５Ｇへの割り当て、本帯域全体の周波数利用方策に

係る検討を推進していくことが適当としてございます。 

 御説明については以上になります。 

○林部会長 御説明ありがとうございました。ただいまの御説明に関しまして、

御質問、御意見等頂戴できればと存じますが、いかがでしょうか。 

○笹瀬代理 笹瀬です。よろしいでしょうか。 

○林部会長 お願いいたします。 

○笹瀬代理 どうも説明ありがとうございました。８ページの真ん中の図につ

いてお伺いします。図では、青色のものが固定の常時発射の局で、実際１年間
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で見ると緑色が６００局程度少ないですよね。これに関して、特に理由が書い

ていないのですが、常時発射と言っているのは、ほとんど全部が固定された局

ですよね。次の９ページの上を見ると、ほぼ同じ値で色も同じになっています

が、常時発射の局は固定設置の局とほぼ一緒とみなしてよく、かつそのうちの

約６００局が１回もこの１年間、電波の発射実績がないということで、これは

何か理由があるのでしょうか。 

 つまり、２６GHz帯から２２GHz帯に移るために、発射していないのか、もし

くは常時発射できると言っているものの、使う必要がなくて止めているのか、

そのような説明がどこにもありません。また、後ろのほうに、５Ｇとのダイナ

ミックな割当てを考えるとの記載もありますので、理由が分かれば教えていた

だきたいのですが。よろしくお願いします。 

○宮良幹事 事務局でございます。御指摘ありがとうございます。御質問につ

きましては、常時発射でも電波を発射していない局があったといったような点

の理由かと存じますが、御質問への回答は持ち合わせていないため、この点に

つきましては、担当課のほうにも確認いたしましてお答えしたいと思います。 

 なお、前のページの真ん中辺り、図の上側、常時発射ではないと回答した無

線局につきまして、主な利用形態につきましては、予備用や故障交換用に使用

といったような回答がございます。このため、例えば、想定といたしましては、

基本的に電波は２４時間常時発射するものですが、やはり予備用などで電波を

発射していない局が常時発射と回答があった局でも存在していたといったよう

な状況かと考えておりますが、この７ページの記載は、常時発射ではない局の

理由になりますので、常時発射と回答したものについて１年間運用実績がなか

った理由につきましては、大変恐れ入りますが、担当課のほうにも確認いたし

まして、別途回答とさせていただければと思います。 

 この点につきましては、確認後、資料のほうにも追記をしたほうがよろしい
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でしょうか。 

○笹瀬代理 常時発射というのは、固定の設置型であれば常時発射できるとい

う意味で答えたのではないかという気がします。そのため、予備用も含めて常

時発射できるような設備を持っているというふうに回答する方が考えると、移

動のほうは可搬型ですから、当然常時発射はできません。そういう意味では８

ページの図と９ページの図はかなり相関があり、色も同じく青とだいだい色で

すよね。常時発射できるということと、常時発射するということは別であるた

め、その意味では、予備用のものも常時発射できるに含めたのではないかとい

う気がします。そのため、ここに書き足すというよりは、むしろ２６GHz帯から

２２GHz帯に移行することを前提として、前もって電波を止めたりチェックをし

たりしているならば資料に書くべきであって、そうではなく単に予備用として

電波を止めているだけであれば、内容は変えなくても良いかと思います。理由

を教えていただくと、おそらく書きぶりが少し変わりますよね。 

 １４ページの上から３つ目ぐらいのパラグラフで、発射実績がなかった周波

数に関しても確認されていて、５Ｇの利用可能性についても検討を実施してい

くこととなっていますが、この１年間の発射実績がないものに関しては、２６

GHz帯から２２GHz帯に切り替えようとしているのか、もしくは単に予備用なの

かというところが分かると、この書きぶりも少し変わってくる気がしましたの

で、確認していただいて、事務局のほうで林先生に伺っていただいて、書き直

したほうがいい場合は書き直していただいて。このままでも分かりますが、ぱ

っと見ると、常時発射の局がなぜ発射していないのかが分かりづらかったです。

予備用だという説明がどこかに入っていればいいのですが、その説明が入って

いないようですので質問させていただきました。 

 以上です。 

○宮良幹事 事務局でございます。承知いたしました。御指摘の点、確認させ
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ていただきまして、改めて構成員の皆様にもお諮りしつつ、１４ページ目の記

載ぶりにつきましても、その結果を踏まえまして改めて、林先生をはじめ皆様

にも御相談できればと思います。 

 以上でございます。 

○笹瀬代理 よろしくお願いします。 

○林部会長 ありがとうございます。今おっしゃったように、確認をしていた

だいて、その上で修文が必要かどうか、書きぶりについて構成員の先生方にお

諮りするということにさせていただければと思います。事務局におかれまして

は確認方よろしくお願いいたします。 

 続きまして、今の点、あるいはそれ以外の点、どこからでもありがたく存じ

ますので、御質問等お願いできればと思います。 

○中野特別委員 中野です。よろしいでしょうか。 

○林部会長 お願いいたします。 

○中野特別委員 １６ページの黄色い網かけをしてある部分ですが、こちらを

読んでいると、「無線局の運用時は、１の周波数で最大１１２MHz幅に固定し運

用されるものと確認された」の無線局の運用時というのは、このパートナー調

査で固定して運用されるというふうに回答されたということなのでしょうか。 

○宮良幹事 説明を省略してしまいましたが、黄色い網かけの上側のパラグラ

フで「また」のところですが、調査票調査の結果、複数周波数を保有している

場合に、その利用方法を調査票調査で、担当課のほうで免許人に対して回答を

求めておりまして、その回答が、免許人は「全ての無線局で一の運用時、周波

数を固定して運用する」といったような回答がございました。また、最大１１

２MHz幅というのは、調査結果ファイルの中で占有周波数帯幅という、１波当た

りの９９％の電力を占める幅がどれぐらいかというようなところが示されてお

りまして、その最大が１１２だったということから記載を行っている状況でご
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ざいます。 

 以上でございます。 

○中野特別委員 そうしますと、この「また」のところの「一の運用」の「一」

は、どういう「一の運用」なのかというのは、どこからか引用してきていると

思うんのですが、下の「１の」という「１」は漢字でそろえておいたほうがい

いのか、それともこれに該当する運用方法でそろえておいたほうがいいのか、

読み取りが難しいと思いました。 

○宮良幹事 ご指摘のとおり、上は漢数字で、下が算用数字になってございま

すので、ここは統一をして、「一」の漢字としたいと思います。また、記載内容

がもう少し分かりやすいほうがいいといった御指摘かとも思いますので、事務

局のほうでもう少し分かりやすい形で修文をさせていただけたらと考えており

ますが、その方向でよろしいでしょうか。 

○中野特別委員 はい。よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○宮良幹事 ありがとうございます。 

○林部会長 ありがとうございます。それでは、表記の統一も含めまして、よ

り分かりやすくなるように事務局のほうで御検討いただけますか、先ほどの点

につきまして。よろしくお願いいたします。 

○宮良幹事 承知いたしました。 

○林部会長 ありがとうございます。そのほかの点、いかがでしょうか。同じ

部分でももちろんありがたく存じますが。よろしゅうございますか。 

 それでは、後ほどもしお気づきになりましたら、そのときでも構いませんの

で、あるいはメール等でも構わないと存じますので、お気づきの点等ございま

したら、また後ほどお寄せいただければと思います。 

 様々な御議論賜りましてありがとうございます。修正が必要かどうかという
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点につきましてですが、先ほどの点は修文を検討いただくということですので、

先ほどの点を含めまして、それから笹瀬先生からの御質問の点も確認していた

だいて、記載ぶりの修正が必要かどうかも検討していただいて、事務局のほう

で一度、案を作成していただきまして、構成員の先生方に改めて御確認をいた

だければと思います。その際、追加で修正等の御意見ございましたら、先ほど

申しましたように、事務局までメールにてお寄せいただければと思います。 

 なお、評価結果案の全体につきましては、次々回の部会で取りまとめを行う

予定にしております。このような段取りでおりますので、事務局におかれまし

ては、また構成員の先生方おかれましても、よろしく取り計らいいただければ

と思います。 

 それでは、恐れ入ります。お手元の議事次第に従いまして議事を進めたいと

存じます。 

 

（２）令和５年度電波の利用状況調査（公共業務用無線局）の評価結果（案） 

 

○林部会長 次は議事の（２）令和５年度電波の利用状況調査（公共業務用無

線局）の評価結果（案）につきまして、これも事務局より御説明をお願いいた

します。 

○宮良幹事 事務局でございます。それでは、資料３０－２に基づきまして、

公共業務用無線局の評価結果の案につきまして御説明いたします。 

 目次でございます。全体の構成といたしまして、Ⅰの「はじめに」のほか、

Ⅱが他の用途での需要が顕在化している周波数を使用するシステム、２－１と

いたしまして総論、２－２といたしまして各論として、計９システムをシステ

ムごとに評価案を記載してございます。真ん中から少し下、Ⅲがアナログ方式

を用いるシステムを記載しておりまして、こちらも３－１が総論、３－２が各
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論といたしまして、計２２システムの評価案を記載してございます。 

 次のページ、最後にⅣといたしまして総括を設けてございますが、この赤枠

部分につきましては、本日の御審議も踏まえまして、今後の課題などを記載し

た上で、５月２４日開催の第３２回部会にて御審議を賜れればと存じます。 

 まずⅠ「はじめに」につきましては、背景を記載してございます。上から２

つ目のパラグラフは、令和４年度の電波法改正に基づき、電波監理審議会が評

価を行うこととなったこと。３つ目のパラグラフは、公共業務用無線局につき

ましては、令和３年８月に公表されたデジタル変革時代の電波政策懇談会にお

いて、計２２システムについて今後の取組の取りまとめが行われたことを記載

しております。次のパラグラフでは、令和４年度には、懇談会においてフォロ

ーアップ報告書が取りまとめられた旨などを記載してございます。 

 次のパラグラフ、「令和５年度においては」というところでございますが、こ

ちらは省令の改正に伴いまして、公共業務用無線局は毎年調査を行われること

となり、令和５年度、今回から調査結果報告が個別に行われたというところを

記載してございます。 

 ４ページ目につきましては、評価の対象のシステムを一覧化しておりまして、

また、懇談会の報告書の取組の方向性を記載してございます。 

 ５ページ目につきましては、有効利用評価方針の評価基準でございます。 

 次の６ページ目でございます。Ⅱの他用途での需要が顕在化している周波数

を使用するシステムでございまして、このページでは総論を記載してございま

して、９システムでございますが、赤枠部分の表でございます。システム名の

右側に、それぞれ廃止や周波数共用といった、懇談会報告の取組の方向性を記

載してございます。 

 その右側、黄色い網かけ部分につきましては、令和５年度の調査結果に基づ

く評価結果を記載してございます。こちらにつきましては、前回部会における
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御審議も踏まえまして、確認された令和５年度の進捗及び、それを踏まえまし

て今後取り組んでいくことが適当であるような今後の取組といったような内容

を記載してございます。全体といたしまして、９システムのうち（１）（５）（６）

（８）につきましては無線局数がゼロ局となりまして、廃止や周波数移行の取

組が完了しているものでございましたので、今後の取組につきましては取組完

了としてございます。この後、２－２で各論を御説明いたしますが、この取組

完了のものにつきましては（１）のみの御説明とさせていただきまして、ほか

の（５）（６）（８）の３システムの説明は省略させていただきたいと思います。

御説明申し上げますのは（１）（２）（３）（４）（７）（９）の６システムとなり

ます。 

 ７ページ、（１）の１.２GHz帯画像伝送用携帯局でございます。このページで

は、システムの概要やデジタル変革時代の電波政策懇談会の状況等を記載して

ございます。 

 本システムにつきましては、下側の図も御覧いただければと思いますが、赤

枠部分がこのシステムでございますが、上側のオレンジのＦＰＵなどへの需要

があるため、取組の方向性といたしましては廃止となっている状況でございま

す。 

 次のページ、①より、有効利用評価方針の各評価基準に照らした分析を記載

しております。アの部分は、先ほどと同様、免許人数や無線局の状況等を記載

しており、本システムは令和４年度にゼロ局となっており、令和３年度に廃止

が完了したというところを記載してございます。 

 イからエの部分は、本システムは廃止されていることから説明を省略させて

いただき、次のページを御覧ください。使用している周波数に対する需要とい

たしまして、懇談会報告に示されている他の用途での需要が顕在化している周

波数約１２００MHz幅のうち、本システムでは約６MHz幅、これは実際に無線局
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として利用されていた幅でございますが、これについて新たな需要に対応可能

とされておりましたところ、今回廃止とされましたので、約６MHz幅については

他の用途のＦＰＵ等の需要への対応が完了したと記載してございます。 

 ②の考慮する事項も省略させていただき、③を御覧ください。評価となりま

す。かぎ括弧の上２つにつきましては、令和５年度の進捗として、令和３年度

に廃止済み、今後の取組は取組完了と記載してございまして、この部分を先ほ

どの総論の表に記載している状況でございます。 

 その下は廃止等の状況を記載してございますが、ただし書の下のパラグラフ

を御覧ください。７１４MHz超の周波数帯は次の（３）の調査結果を基に記載し

てございますが、国以外の免許人が８１者、無線局数１７３局がございました。

つまり、国によるこのシステムは令和３年度に廃止済みでございますが、まだ

このシステム自体は国以外でも運用されている点に留意する必要があるという

点を付記しております。この点、本日詳細説明を省略させていただく（５）や

（６）の廃止システムでも同様に、国のシステムは廃止されておりますが、国

以外での運用が確認されたものは同様に付記しております。 

 続いて（２）５GHz帯の無線アクセスシステムでございます。構成は先ほどと

同様でございまして、下の概要の図を御覧ください。こちらにつきましては、

緑のところが本システムになりますが、上側赤枠部分で５Ｇの割当て候補とな

っておりまして、こちら取組の方向性は廃止となってございます。 

 次のページ、免許人は１者、無線局数は１７局、これは令和３年度から５年

度まで変更、増減なしでございます。 

 黄色い網かけ部分のパラグラフを御覧いただければと思います。今後３年間

で無線局の増減につきましては、調査票の調査結果は増加予定、その理由は、

使用エリアやサービス拡大予定のためとなってございました。こちら廃止の方

向性のところ、無線局数が増加とするとなってございますので、前回部会で御
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質疑いただきまして、その内容を黄色の網かけで示してございます。関係府省

庁に詳細を確認したところといたしまして、本システムは業務に有益であるこ

とから、システムの使用期限が設定され、当該期限を迎えるまでの間は使用を

継続したいとの意向であり、それまでの間は無線局を増やすこともあるといっ

たような回答でございました。 

 続いて、その下のイの部分の黄色網かけ部分でございますが、こちらも移行、

代替の計画等がないといったような回答でございましたが、前回部会におきま

して、システムの使用期限の設定状況も踏まえた上で代替可能なシステムの検

討を行いたいといった内容でございましたので、その旨を記載してございます。 

 その下はアクションプランの記載などについて記載しております。次に③評

価の部分を御覧いただければと思います。令和５年度の進捗といたしましては、

部会での御質疑も踏まえまして、代替システムを今後検討予定としてございま

して、今後の取組といたしましては、赤枠の一番下のパラグラフを御覧いただ

ければと思います。総務省においては、関係府省庁と連携して、代替システム

の検討を進めるとともに、引き続き関係府省庁の検討状況について調査を行う

ことが適当であるとしてございます。 

 次の（３）気象レーダーを御覧いただければと思います。こちらも同様な構

成でございますが、取組の方向性につきましては周波数共用、他の用途といた

しましては、下の図を御覧いただければと思いますが、下側のほうの緑の無線

ＬＡＮに需要があるという状況でございます。 

 次のページを御覧いただければと思います。ポイントを絞って、黄色い網か

け部分のところを今後御説明申し上げたいと思います。 

 こちら下側の部分でございますが、５GHz帯の気象レーダーと無線ＬＡＮにつ

きましては、総務省のほうで共用検討が行われている状況を確認した結果の部

会の回答を記載してございます。端的には、共用の検討は済んでいるといった
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ような回答でございまして、その旨を記載しております。 

 次のウの部分の黄色網かけでございますが、こちらはアクションプランにお

きまして、チャンネルプランの技術検討を進めるといったような記載がござい

まして、こちらにつきましては、前回部会の確認いただいた結果、チャンネル

プランは作成済みであり、今後、気象レーダーの設備更新時に順次、高機能気

象レーダーのチャンネルに周波数移行を進めていく予定とございました。 

 この点につきましては、次のエの使用している技術の効率性の部分で記載し

てございます。先ほどの高機能気象レーダーにつきましては、従来型の電子管

型から固体素子型へ順次移行を進めている状況でございます。こちらにつきま

して、黄色網かけ部分、前回の部会において、令和６年４月時点で府省庁Ａは

２６局中２１局の更新を完了していると考えられるなどとの回答がございまし

たので、固体素子型への更新が進展していると記載してございます。 

 １８ページ目、③評価を御覧ください。こちら令和５年度の進捗といたしま

しては、共用検討は完了、ただし、効率的な技術として固体素子型への更新が

進展しているというところで、今後の取組といたしましては、更新の状況の調

査報告を求めたいといったような記載ぶりとしております。 

 続いて（４）でございます。６.５GHz帯の電通・公共・一般業務用でござい

ます。こちらも下側の図を御覧いただければと思いますが、緑のところの赤囲

みが本システムになりますが、上側のほうに無線ＬＡＮの拡張候補帯域とござ

いまして、基本的にはこちらは周波数共用をしていくといったような取組にな

っております。 

 ２０ページ目でございます。こちらにつきましては無線局が多少減少してご

ざいますが、黄色網かけのとおり、設備全体の構成の見直し等といったような

ところが担当課から説明がございました。 

 ２０ページ目の下の部分でございます。共用検討の状況について記載してご
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ざいますが、こちらにつきましては、端的には令和４年から５年度にかけて技

術試験を実施しているという点でございまして、次のページ、令和６年度を目

途に情報通信審議会において技術的条件の検討を開始する予定といったような

状況でございました。 

 ２２ページ目を御覧ください。評価でございます。こちら令和５年度の進捗

といたしましては、総務省における周波数共用検討が進展、令和６年度を目途

に技術的条件の検討を開始予定と記載してございまして、今後の取組といたし

ましては、令和６年度目途の技術的条件の検討を着実に開始、利用状況を調査

といったような形としております。 

 （７）の２９ページ目を御覧いただければと思います。３８GHz帯のＦＷＡで

ございます。こちらもほかの用途の需要として５Ｇの割当て候補となっていて、

取組の方向性は周波数共用という状況でございます。 

 ３０ページ目でございますが、黄色網かけ部分、共用の検討状況につきまし

ては、令和６年度まで技術検討を行っているといったような状況でございまし

た。 

 ３２ページ目、③評価でございますが、令和５年度の進捗といたしましては

共用検討が進展しているといったような状況でございまして、今後の取組とい

たしましては、令和６年度までの周波数共用検討を着実に実施、また、利用状

況を調査するとしてございます。 

 続きまして、３６ページ目を御覧いただければと思います。【電波監理審議会

決定第２号に基づき、内容の公表を控えます。】 

 次の４０ページ目を御覧ください。アナログ方式を用いるシステムの調査結

果でございます。こちらも先ほどと同様な総論をまとめてございます。 

 本システムにつきましては、全体見ていただきますと、例えば（３－１）か

ら（５）までは「同上」といったような記載がございます。こちらにつきまし
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ては状況が同じものというところが確認されましたので、代表して（３－１）

のみ御説明いたします。また、（８）（１１）につきましても、公共安全モバイ

ルシステムへの代替可能性とございまして、こちらも基本的に同様な状況でし

たので、（８）について御説明申し上げます。そのほか７システムにつきまして

は、取組が完了といったようなところがございますので、こちらの説明も割愛

させていただきたいと思ってございます。本日御説明さし上げるのは（１）（２）

（３－１）（８）（１０）と、次のページ（１４）（１６）と（１８）から（２１）

までを、端的にポイントを絞って御説明申し上げます。 

 ４２ページ目でございます。路側通信のＭＦ帯、こちらにつきましては取組

の方向性がデジタル化等となっておりまして、ほかとは少し異なりますが、Ａ

Ｍラジオの受信機で、道路交通情報などを発信するシステムですが、ＦＭ化等

も含めて検討しているといったような状況にございます。 

 次のページでございます。黄色網かけ部分、無線局は減少しておりまして、

こちらにつきましては５.８GHz帯ＤＳＲＣシステムへの移行によるということ

で、ＥＴＣ２.０などで用いられている道路交通情報のほうに移行が確認されて

おります。 

 また、４４ページ目でございます。総務省におきまして令和４年度より技術

検討実施中となっているところの詳細でございますが、こちらにつきましては、

令和６年度末までを目途に、免許人の意向を確認しつつ、今後の方向性につい

て検討を行うといったような状況でございましたので、次の４５ページ目につ

きましては、③の評価、令和５年度の進捗は、一部はほかの無線システムへの

代替が進展しているという点、令和６年度末を目途に今後の方向性について検

討予定でございますので、今後の取組は、令和６年度末を目途の検討を着実に

実施、検討状況を調査としてございます。 

 続いて（２）、次のページでございます。この公共用テレメーターにつきまし
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ては、今後の取組は廃止となってございます。 

 次の４７ページ目を御覧ください。上側の無線局数の推移も見ていただきま

すと、令和４年度から５年度までは３３局減少しておりまして、懇談会報告の

令和３年度からの進捗でいうと、大体１７％ぐらいは進捗しているといったよ

うな状況で、これにつきましては黄色い部分、特定小電力無線局への移行によ

って、令和３年度比較で進捗率は約１７％程度になっているという状況でござ

います。 

 ４９ページ目、評価といたしましては、ほかの無線システムへの代替による

廃止が進展、これらを引き続き調査していく旨を今後の取組に記載してござい

ます。 

 ５０ページ目でございます。公共業務用テレメーターの災害対策・水防事務

でございます。真ん中辺りの今後の取組の方向性はデジタル化でございまして、

こちらにつきましては総務省において、令和４年度からデジタル方式の技術検

討を実施中と。つまり、デジタル方式の機器がない状況なので、総務省におい

て技術検討を進めている状況でございます。 

 ５１ページ目でございます。無線局の減少が確認されましたが、こちらはデ

ジタル化によるものではなく、観測方法の見直し等によるものございました。 

 次の５２ページ目でございます。黄色い網かけ部分、総務省におけるデジタ

ル方式の技術検討状況について確認した結果を記載してございますが、こちら

端的には、令和６年度、本年度まで、３か年で技術試験を実施しているという

点と、令和７年度以降に所要の整備を実施する予定といったような状況を記載

しております。 

 また、上側にポツがございますが、一部の免許人では携帯電話などへの移行

計画が確認されたところでございまして、５４ページ目でございますが、評価

といたしましては、総務省におけるデジタル化の技術検討が進展、一部は他の
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無線システムでの代替を計画中としてございまして、今後の取組といたしまし

ては、令和６年度までのデジタル化の技術検討を着実に実施、また利用状況を

調査していくといったような記載をしてございます。 

 次のページから、先ほどの総論で同上としたシステムになりますので、７４

ページ目を御覧ください。部内通信、災害用の連絡用のものでございます。こ

ちらにつきましては、今後の取組の方向性がデジタル化等で、公共安全モバイ

ルシステムでの代替を検討中といったような状況のものでございます。 

 次のページでございますが、無線局数などは３５局と、増減なしの状況でご

ざいまして、こちら下側、イの部分ですが、デジタル方式の機器がないためと

いったような状況でございます。この点につきまして、黄色網かけ部分でござ

いますが、公共安全モバイルシステムにつきまして、総務省に対して前回部会

でサービス開始時期を確認いただいた結果を記載してございまして、今年度の

４月１日からサービスの提供を開始している旨と、公共安全モバイルシステム

の代替可能性について検討中である旨を記載してございます。 

 この７６ページ目の下のほうに「理由を確認」と記載してございますが、運

用継続性の確保のための対策について対策を実施していないというのが１００％

である点につきましては、事務局のほうからこの後、担当課のほうに理由を確

認させていただいた上で追記をさせていただきたいと思ってございます。 

 次の７７ページ目でございます。評価といたしましては、進捗は、公共安全

モバイルシステムへの代替を検討中、今後の取組は、この検討を早期に推進と

してございます。 

 ８０ページ目を御覧ください。石油備蓄の（１０）でございます。今後の取

組の方向性はデジタル化等、更新時期にデジタル化をしていくといったような

状況でございます。 

 次の８１ページ目を御覧ください。こちら無線局は増減がありませんでした
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が、下側の黄色網かけ部分、一部の無線局につきましては、今後更新時に合わ

せてデジタル方式への移行を検討する予定が前回の部会で確認されております

ので、８３ページ目、評価につきましては、デジタル化を計画中、今後の取組

は進捗を調査としてございます。 

 ９３ページ目を御覧ください。（１４）の公共業務用ヘリテレ連絡用でござい

ます。こちらはデジタル化の方向性でございまして、一部の府省庁はヘリサッ

トで代替を予定していくといったようなところと、総務省においてデジタル方

式の技術検討中といったような状況でございまして、次の９４ページ、今回の

調査におきましても、黄色網かけ部分のとおり、ヘリサットへの移行が確認さ

れております。 

 ９５ページ目の黄色網かけ部分につきましては、総務省の技術検討状況を記

載しておりまして、９６ページ目が評価でございます。こちらも今の御説明の

とおり、デジタル方式の技術検討中、ヘリサットでの代替が進展としてござい

まして、今後の取組につきましては、これらの検討を推進と記載してございま

す。 

 ページ飛びますが、１０２ページ目を御覧ください。こちらも同様な１５GHz

帯のヘリテレ画像伝送用でございまして、先ほどの（１４）と同様な状況でご

ざいましたので、１０６ページ目につきましては同様な評価としております。 

 続きまして、１０９ページ目を御覧ください。【電波監理審議会決定第２号に

基づき、内容の公表を控えます。】 

 説明大変長くなりまして恐縮ですが、以上でございます。 

○林部会長 どうも詳細な御説明ありがとうございました。論点、項目が多岐

にわたっておりますので、お考えを整理していただくのに少し時間がかかるか

もしれませんけれども、その点、クラリファイの質問も含めまして、御質問あ

るいはコメントをいただければと思いますが、いかがでしょうか。 
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○眞田特別委員 眞田です。よろしいですか。 

○林部会長 眞田先生、よろしくお願いします。 

○眞田特別委員 ９ページで、画像伝送用の周波数を空けた際に、なぜ約６MH

zの幅のみをＦＰＵに割り当てているのでしょうか。上から３行目と５行目に６

MHzと書いてあるのですが。 

○宮良幹事 事務局でございます。こちら６MHz幅につきましては、デジタル変

革時代の懇談会報告におきまして、（２）やほかのシステムと合計して１２００

MHz幅がほかの用途での需要があると記載してございまして、このうち、１.２

GHz帯の画像伝送用携帯局につきましては６MHz幅が空くという意味合いでして、

こちらの携帯局の無線局が占有する幅が６MHzとなります。 

○眞田特別委員 これは赤いところが全部ということでしょうか 

○宮良幹事 全部ではなく、その一部だけが使われていたということになりま

す。 

○眞田特別委員 そういうことなのですね。上に放送用ＦＰＵと、全て取り替

わるのかと思ったのですが、そうではないということですか。 

○宮良幹事 幅は約４０MHz幅程度あると思いますが、このうちの６MHz幅が１.

２GHz帯画像伝送用携帯局であったというところでございます。 

○眞田特別委員 そういうことですか。分かりました。ありがとうございます。 

○林部会長 ありがとうございました。ほかにいかがでしょうか。特によろし

ゅうございますか。 

○池永特別委員 池永です。よろしいでしょうか。 

○林部会長 池永先生、お願いします。 

○池永特別委員 御説明ありがとうございました。私からはアナログのほうに

ついてですが、４０ページで（２）の公共業務用テレメーターの部分です。６

０MHz帯、これは取組の方向性が廃止となっているのですが、先のページを見て
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みますと、４７ページ、実際に令和５年度の時点で３０２局程度残っておりま

して、廃止ということですので、この３０２局がゼロ局になるというのが最終

的には廃止ということだと思いますが、これに関しては今、４９ページの評価

の部分ですと進捗を今後調査ということですが、廃止の目標の期間はどこかで

設定されているのでしょうか。 

○宮良幹事 事務局でございます。御質問ありがとうございます。廃止の目標

設定時期というのは、デジタル変革時代の懇談会報告のほうでは、ないという

状況です。目標時期についてはないということで、例えば順次、更新の機会を

捉えてゼロに持っていってほしいといったような状況でございます。 

○池永特別委員 分かりました。では、方向性として廃止ということを免許人

の方にお伝えして、その状況をこれから注視していくというような状況という

ことですね。それ以外の廃止になっているもので、局数が残っているものにつ

いても同様な形で、これから注視、進捗を調査していくというふうな取組にな

りますでしょうか。 

○宮良幹事 事務局でございます。御理解のとおりでございます。 

○池永特別委員 分かりました。ありがとうございます。 

○林部会長 ありがとうございます。ほかにはいかがでしょうか。 

○笹瀬代理 笹瀬です。よろしいでしょうか。 

○林部会長 お願いします。 

○笹瀬代理 【電波監理審議会決定第２号に基づき、内容の公表を控えます。】 

○池永特別委員 【電波監理審議会決定第２号に基づき、内容の公表を控えま

す。】 

○笹瀬代理 【電波監理審議会決定第２号に基づき、内容の公表を控えます。】 

○池永特別委員 【電波監理審議会決定第２号に基づき、内容の公表を控えま

す。】 
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○笹瀬代理 分かりました。どうもありがとうございます。 

○林部会長 ありがとうございます。ほかにいかがでしょうか。よろしいです

か。 

 それでは、これにつきましても、もし後刻、質問等出てきましたら、そのと

きはまた事務局のほうにお伝えしていただくということにいたしまして、議事

のほうを進めさせていただければと思います。 

 今いただいた御質問、御意見等では、おおむね事務局案のとおりで御賛同い

ただいているところかと思いますけれども、追加の修正の御意見等ある可能性

もございますので、その場合は事務局までメールにてお寄せいただければと思

います。 

 それでは、評価結果の全体は、これは次々回の部会で取りまとめを行いたい

と思いますので、事務局におかれましては、評価結果案のⅣの総括、これの検

討も進めていただければと思います。 

○宮良幹事 承知いたしました。検討を進めてまいります。 

○林部会長 お願いいたします。 

 それでは、次の議事に移りたいと存じます。次の議事につきましては、資料

を御説明いただいて、また構成員の皆様からの御質問に答えていただくために、

総務省の関係者の出席を求めております。事務局におかれましては、総務省関

係者の皆様の入室をお願いできればと思います。 

○宮良幹事 承知いたしました。入室までしばらくお待ちいただけますようお

願いいたします。 

 入室を確認いたしましたので、林部会長におかれましては、議事の再開をお

願い申し上げます。 

○林部会長 承知いたしました。 
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（３）令和５年度電波の利用状況調査（各種無線システム・７１４MHz超の周波

数帯）の調査結果のうち①７１４MHz超１.４GHz以下、②１.４GHz超３.

４GHz以下、③３.４GHz超８.５GHz以下及び④８.５GHz超１３.２５GHz以

下に関する調査結果 

 

○林部会長 それでは、議事の（３）でございます。令和５年度電波の利用状

況調査（各種無線システム・７１４MHz超の周波数帯）の調査結果のうち、７１

４MHz超１.４GHz以下等の４区分に関する調査結果につきまして、こちらも電波

政策課の伊藤補佐から御説明をお願いできればと思います。よろしくお願いい

たします。 

○伊藤補佐 電波政策課の伊藤でございます。どうぞよろしくお願いいたしま

す。重点調査以外の調査結果といたしまして、周波数別の結果を御説明させて

いただきます。 

 資料の３０－３－２、別冊２を御覧ください。４ページ目の調査区分ごとの

調査結果から御説明をさせていただきます。 

 １つ目の区分、７１４MHz超１.４GHz以下の周波数帯につきましては、主に携

帯電話をはじめとした移動業務のほか、航空機の航行やアマチュア無線などに

用いられています。この周波数帯では、前回令和３年度調査以降、ワイヤレス

電力伝送システムや、小電力無線の広帯域通信を行うシステムが導入されてい

ます。 

 ５ページを御覧ください。このページでは、パートナー調査の結果として、

この周波数帯の電波利用システムのうち無線局数の多いものから順に棒グラフ

で示しております。また、棒グラフ一番右のその他の中でポイントとなるシス

テムを棒グラフの下に表で幾つか抜き出しておりまして、その無線局数を掲載

しております。この区分で大半の割合を占める８００MHz帯ＭＣＡ及び１.２GH
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z帯アマチュア無線が減少していることから、区分全体の局数も減少傾向です。 

 ６ページを御覧ください。このページでは、先ほどの図表のポイントを上段

に記載しております。１つ目の矢羽根は、先ほど御説明した内容を記載してい

るところです。 

 ポイントの枠の下、１つ目の参考を御覧ください。８００MHz帯ＭＣＡはアク

ションプランにおきまして、令和１１年５月末をもってサービスを終了すると

の発表があったことを踏まえ、令和３年４月にサービスを開始した９００MHz帯

高度ＭＣＡに移行を推進するとされております。 

 これを踏まえて、２つ目の矢羽根を御覧ください。８００MHz帯ＭＣＡは約１

万３,０００局減少、９００MHz帯高度ＭＣＡは約５,０００局増加となっており

ます。また、１.２GHz帯のアマチュア無線が約６,０００局減少となっておりま

して、アマチュア無線は全体でもピーク時の４分の１近い無線局数となってい

ます。また、当該周波数帯域は移行を推進している１.２GHz帯画像伝送用携帯

局、また、ＦＰＵや準天頂衛星などでも利用されております。 

 ３つ目の矢羽根を御覧ください。５ページ目の棒グラフではその他に含まれ

ておりますが、他の周波数帯への移行を進めている１.２GHz帯画像伝送用携帯

局については５５局減少しております。なお、アクションプランについては、

枠の下２つ目の参考に記載されておりますとおり、１.２GHz帯を使用するアナ

ログ方式の画像伝送システムの新たな免許取得が可能な期限は令和９年度まで

とし、２.４GHz帯、５.７GHz帯等への早期の移行を図るとされております。 

 下段には、そのほかのポイントとして、周波数帯の動向を記載しております。 

 ７ページを御覧ください。本区分では、４つのシステムについて調査票調査

を行っております。なお、調査票調査につきましては、主にアクションプラン

において対応が求められているシステム及びその関連システムをピックアップ

して調査対象としているところでございます。以降のページでは、調査票調査
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の代表的な項目を各システムでまとめております。 

 ８ページを御覧ください。一例としまして、８００MHz帯ＭＣＡの陸上移動中

継局について御説明をいたします。 

 項目の１つ目には、このシステムの概要を説明しております。先ほど本周波

数区分で最も無線局数が多いのはＭＣＡの陸上移動局であることを御説明しま

したが、こちらの陸上移動中継局は、ＭＣＡを携帯電話サービスに例えますと、

携帯電話の基地局に相当するものです。 

 項目２つ目、免許人数と無線局数の推移ですが、無線局数は令和３年度調査

から１局減少となっております。 

 項目３つ目、無線局の具体的な使用実態ですが、運用時間については、全て

の免許人が３６５日２４時間発射との回答でした。また、災害対策については、

全ての免許人が地震対策、火災対策いずれも全ての無線局について対策を実施

しているとの回答でした。 

 項目４つ目、電波を有効利用するための計画ですが、無線局の増減予定につ

いては、今後３年間で１者が無線局数は減少予定となっておりました。また、

通信量の増減は、全ての免許人が増減の予定なし、通信方式については、全て

の免許人がデジタル方式との回答でした。 

 項目５つ目、電波利用システムの社会的貢献性ですが、全ての免許人が、非

常時等における国民の生命及び財産の保護、また、国民生活の利便性の向上、

新規事業及び雇用の創出そのほかの経済発展との回答でした。 

 最後に参考としまして、本システムに係るアクションプランを記載しており

ます。 

 １１ページを御覧ください。１.４GHz超３.４GHz以下の周波数帯でございま

す。携帯電話をはじめとした移動業務や移動衛星業務、アマチュア無線、無線

標定のシステムに分配されています。前回調査以降、ワイヤレス電力伝送シス
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テムや、５Ｇの開設計画が認定されるなどの動きがありました。 

 １２ページ目を御覧ください。この区分では地域ＢＷＡが大きく増加してお

りまして、その結果、本周波数区分は増加傾向にあります。また、７１４MHz超

の全無線局数が前回調査から約９.４万局増加した理由の一つは、地域ＢＷＡが

約１０万局増加したことによるものです。 

 １３ページを御覧ください。上段３つ目の矢羽根を御覧ください。２.４GHz

帯無人移動体画像伝送システムは、９４局と、大きく増加しております。こち

らは、先の区分で御説明した１.２GHz帯画像伝送用携帯局の移行先とされてい

るシステムの一つです。 

 下段のその他のポイントを御覧ください。本周波数区分においては、令和５

年３月末で公衆ＰＨＳのサービスが終了しております。これに伴い、１.９GHz

帯コードレス電話への新たな周波数割当てについて制度整備が実施されたとこ

ろです。また、ＷＲＣ－２３では、非地上系ネットワーク実現のための周波数

確保が議題となったところです。 

 １４ページ、上段の表を御覧ください。本周波数区分では、こちらの６シス

テムを調査票調査の対象としております。 

 １８ページ目を御覧ください。地域ＢＷＡについてはアクションプランにお

いて、用途の拡大を検討するとされております。基地局の無線局数は約７,００

０局であり、令和３年度調査から約１,６００局増加しております。 

 項目３つ目、無線局の具体的な使用実態ですが、９割を超える免許人が３６

５日２４時間発射するとの回答でした。 

 項目４つ目、電波を有効利用するための計画ですが、今後３年間で免許人全

体の約６割が無線局数は増加予定との回答でした。また、今後の通信量も、７

割以上の免許人が通信量は増加予定としております。 

 ２０ページを御覧ください。３つ目の区分、３.４GHz超８.５GHz以下の周波
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数帯です。各種の固定業務、携帯電話、ローカル５Ｇなどの移動業務、固定衛

星業務、航空系の無線航行、アマチュア無線、レーダー等に分配されています。

前回調査以降、空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムや、６GHz帯無線ＬＡＮ

の導入、５.２GHz帯無線ＬＡＮの自動車内利用を可能とする制度改正が行われ

ております。 

 ２１ページを御覧ください。下段の表で、ローカル５Ｇが大きく増加してお

ります。７１４MHz超全体としてアマチュア無線が減少しているとの説明を先ほ

どさせていただいたところですが、５GHz帯アマチュア無線については増加、ま

た、５.７GHz帯無人移動体画像伝送システムが大きく増加していることなどが

影響し、本周波数区分は増加傾向にあります。一方、本区分で最も無線局の多

い５GHz帯無線アクセスシステムにつきましては、無線局は減少しております。 

 ２２ページを御覧ください。下段のその他のポイントの２つ目の矢羽根を御

覧ください。本周波数区分では、６GHz無線ＬＡＮ、ローカル５Ｇ、自動運転な

どへの活用が期待されるＶ２Ｘなどのシステムの検討が進んでおります。アク

ションプランにおいては、５.９GHz帯Ｖ２Ｘシステムの導入・普及に向けた道

筋を明らかにした上で、令和８年度中をめどにＶ２Ｘ通信向けの周波数割当て

を行うとされておりまして、対象の帯域はＢバンドの放送事業用システムが利

用していることから、移行方策の検討などが行われております。 

 ２３ページを御覧ください。本周波数区分では様々なシステムの検討が進ん

でおり、２０システムを調査票調査の対象としております。 

 ３４ページを御覧ください。映像ＦＰＵは、重点調査で用いた４０GHz帯のほ

か、様々な周波数で利用されていますが、こちらはＣバンドのＦＰＵになりま

す。 

 下の参考を御覧ください。アクションプランでは、無線ＬＡＮの屋外利用も

含めて周波数共用等の技術的条件について検討を進め、令和６年度をめどに周
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波数共用等の技術的条件を取りまとめるとされております。無線局数はＦＰＵ

の中では２番目に多い約２,０００局ですが、前回調査から約１００局の減少と

なっています。 

 項目３つ目、無線局の具体的な使用実態ですが、年間の発射日数について、

全体の３割が１から３０日、運用時間について８割近くが９時から１７時台の

発射となっています。 

 項目４つ目、電波を有効利用するための計画ですが、今後の無線局の増減予

定については、約７％の免許人は増加予定、約６％の免許人は減少予定との回

答でした。なお、本システムにつきましては、令和３年度の重点調査の対象シ

ステムでありました。 

 ４１ページを御覧ください。続いてＤバンドのＦＰＵになります。先ほどの

Ｃバンドと同様に、令和３年度の重点調査対象システムであり、無線ＬＡＮと

の共用が検討されています。無線局数は、ＦＰＵの中では最も多い約３,０００

局ですが、前回調査から約７０局の減少となっています。 

 項目３つ目、無線局の具体的な使用実態ですが、年間の発射日数について、

全体の３割が３６５日と回答しており、運用時間について７割以上の免許人が

９時から１８時台の発射となっています。 

 項目４つ目、電波の有効利用をするための計画ですが、今後の無線局の増減

予定については、約９％の免許人は増加予定、約９％の免許人は減少予定との

回答でした。 

 ４５ページを御覧ください。本日最後の区分となりますが、８.５GHz超１３.

２５GHz以下の周波数帯です。レーダーや、ＢＳ・ＣＳ放送などの放送衛星業務

などに用いられております。前回調査以降の動向ですが、９.７GHz帯汎用気象

レーダーが導入され、周波数の割当てが行われているところです。 

 ４６ページを御覧ください。この区分で大半の割合を占める船舶航行用レー
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ダーが１.８％増加している一方、それ以外のシステムは全体的に減少しており、

全体的な無線局数は減少傾向にあります。 

 ４７ページを御覧ください。下段、本周波数区分のそのほかのポイントです

が、１つ目の矢羽根、９GHz帯の気象レーダー及びＸ帯沿岸監視用レーダーにつ

いて、次世代システムの導入が検討されています。 

 ２つ目の矢羽根、令和３年８月に１２GHz帯及び、次回の部会にて説明を予定

しております１４GHz帯に衛星コンステレーションによるブロードバンド衛星通

信サービスのための制度整備がなされたところです。 

 ３つ目の矢羽根、ＢＳ放送については、下の参考にあるとおり、４Ｋ放送へ

の円滑な移行の実現に向けて高度化の検討が進められております。 

 ４８ページ目を御覧ください。本周波数区分では、１０システムを調査票調

査の対象としております。 

 当方からの説明は以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○林部会長 伊藤補佐、丁寧な御説明、どうもありがとうございました。 

 それでは、意見交換に移りたいと存じます。ただいまの御説明に関しまして、

４区分ございましたので、区分ごとに区切って御質問、御意見等いただきたい

と思います。 

 それでは、まず資料３０－３－２の４ページ目からの１つ目の区分、７１４

MHz超１.４GHz以下の区分について御質問等いただければと思いますが、いかが

でしょうか。 

○中野特別委員 中野です。質問よろしいでしょうか。 

○林部会長 中野先生、お願いします。 

○中野特別委員 御説明どうもありがとうございました。私のほうからまず確

認させていただきたいのは、６ページのＭＣＡに関してのお話で、パートナー

調査結果のポイントの上から２つ目です。８００MHz帯ＭＣＡ陸上移動通信のと
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ころが、移動局が減少し、９００MHz帯高度ＭＣＡの陸上移動局が大きく増加し

ているという記載があります。 

 この枠の下のアスタリスク１の参考の部分にアクションプランが書いてあり

まして、ＭＣＡについては、８００MHz帯から９００MHz帯への移行により開放

される周波数において新たな無線システムが導入できるよう、移行期間中から

の周波数共用による段階的導入の可能性を含め、新たなシステムの技術的条件

などについて令和５年度中に検討を開始するというふうになっております。 

 令和５年度中に検討を開始するということでしたので、現在の検討状況など

がございましたら教えていただければと思います。よろしくお願いします。 

○田野周波数調整官 電波政策課の田野から御回答申し上げます。資料の４ペ

ージ、上側の周波数の帯も参照しながら聞いていただければと思いますが、こ

ちらの８００MHz帯ＭＣＡは、中継局から陸上移動局への下り回線に８５０MHz

帯、ちょうど帯の真ん中辺りです。それから、陸上移動局から中継局への上り

回線には９３０MHz帯を使用しております。 

 これまでに総務省で実施した技術試験事務により、８５０MHz帯については一

部地域で、既存の８００MHz帯ＭＣＡに影響を与えることなく新システムの導入

が可能であるというような見通しが示されました。これを受けまして、かねて

こちらの帯域の割当てを提案しておりました３次元測位システム、それからデ

ータ伝送システムの２つのシステムについて、段階的な導入が可能かどうか、

本年３月より情報通信審議会において技術的条件の検討が始まっておりまして、

本年秋頃に取りまとめが行われる見通しです。 

 なお、９３０MHz帯については、今後の８００MHz帯ＭＣＡの移行状況やこの

帯域への割当てを希望するシステムの動向を見極めつつ、別途検討を行う予定

でございます。 

 御回答は以上でございます。 
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○中野特別委員 非常に分かりやすい御説明、どうもありがとうございました。 

 私からは以上でございます。どうもありがとうございました。 

○林部会長 中野先生、どうもありがとうございました。ほかに御質問等いか

がでしょうか。 

○石山特別委員 石山です。よろしいでしょうか。 

○林部会長 石山先生、お願いします。 

○石山特別委員 私も中野先生と同じように、アクションプランに対してどの

ように進んでいるかという視点で１つお伺いしたいのですが、１.２GHz帯の画

像伝送用携帯局、矢羽根の３番目になりますかね。これが減少しているという

のは、アクションプランでは、ほかの周波数帯へ早期の移行を図るということ

になっているので、減少しているというのはアクションプランに沿って進んで

いるということだと思います。 

 さらに、この後の１３枚目のスライドや２２枚目のスライドを拝見いたしま

すと、移行先である２.４GHz帯、５.７GHz帯では確かに無線局数が増えていま

すので、移行が順調に進んでいるように思えたのですが、公共業務用無線局の

調査で、こちらの１.２GHz帯の画像伝送用携帯局は、少なくとも国の無線局は

令和３年で廃止済みで、それ以外ではまだ廃止されていないところが、今回減

少しているということなのですが、詳しいほうの資料を拝見いたしますと、東

海総合通信局では減らずに増えているというような記載もございまして、その

辺、アクションプランに沿って順調に進んでいるように見えるところと、少し

気になるところがございましたので、その点御説明いただけませんでしょうか。 

○伊藤補佐 電波政策課の伊藤です。まず、全体像からですが、１.２GHz帯の

画像伝送の無線局数を減らしたのは７７者、これに対して２.４GHz帯を増やし

たのは３２者、５.７GHz帯を増やしたのは２８９者でございます。２.４GHz帯

と５.７GHz帯の免許人の重複を排除すると、３０２者が無線局を増やしており
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まして、免許人数の推移から推測するところではございますが、移行は進んで

いるのではないかと考えております。 

 東海総合通信局の話につきましては、お調べして、また別途、宿題として回

答させていただければと思います。 

○石山特別委員 分かりました。ありがとうございます。大枠順調に進んでい

るということで理解いたしました。 

○林部会長 ありがとうございました。後ほど別途、補足的に御説明いただく

部分も含めまして、よろしくお願いいたします。 

 ほかにいかがでございましょう。 

○若林特別委員 よろしいでしょうか。 

○林部会長 若林先生、お願いします。 

○若林特別委員 よろしくお願いします。基本的な質問になって恐縮ですが、

同じく６ページのポイントの５つ目の矢羽根のところですが、９２０MHz帯移動

体識別につきまして、構内無線局と陸上移動局に分かれていて、それぞれ免許

局と登録局というものがございますが、これはそれぞれどのような違いがある

のか教えていただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。 

○伊藤補佐 電波政策課の伊藤でございます。それぞれ特徴があるところでご

ざいますが、こちらにつきましては図表等でお示ししたほうがよろしいかと思

いますので、宿題とさせていただきまして、次回部会にて御報告をさせていた

だきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○若林特別委員 お手数をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。 

○林部会長 よろしくお願いいたします。 

 ほかにいかがでございましょう。 

○池永特別委員 池永です。よろしいでしょうか。 

○林部会長 池永先生、お願いします。 
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○池永特別委員 同じく６ページですが、私からは、その他のポイントの部分

についてお尋ねしたいのですが、ＷＲＣ－２３で非地上系ネットワーク実現の

ための周波数確保が議題になったということがありまして、その下に、ＨＡＰ

Ｓ向けの周波数帯や衛星ダイレクト通信向けの周波数帯というものがあります

が、この辺りの周波数確保について国内では現在どのように検討されています

でしょうか。 

○田野周波数調整官 田野でございます。非地上系のネットワーク、ＨＡＰＳ

や衛星ダイレクト通信につきましては、ＷＲＣ－２３において検討が行われま

して、特に衛星ダイレクト通信、衛星と携帯電話との直接通信を可能にするも

のについては、ＷＲＣ－２７の議題として、これはＩＴＵの地域区分によって

異なりますが、６９４MHzまたは６９８MHzから２.７GHzまでの周波数帯を対象

に検討を行うことが決定されています。 

 こちらの衛星ダイレクト通信につきましては、本年１月に情報通信審議会に

おいて、世界的に広く利用されている２GHz帯を対象として検討を開始しており

まして、本年夏頃に技術的条件を取りまとめるべく検討が進められているとこ

ろでございます。また、ＨＡＰＳにつきましても本年度から技術検討を開始し

ておりまして、順次検討を進めている状況でございます。 

 以上でございます。 

○池永特別委員 よく分かりました。ありがとうございます。既に国内での検

討が始まっているということで承知いたしました。 

 私からは以上です。 

○林部会長 ありがとうございました。ほかにいかがでございましょう。 

○眞田特別委員 眞田です。 

○林部会長 眞田先生、お願いします。 

○眞田特別委員 ４ページの図についてお伺いしします。この移動３というの
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は、特定ラジオマイクと画像伝送用で使っているのですが、これは全体を使っ

ているのではなく、１２４０MHzから１２６０MHzの部分と、１２７８.５MHzか

ら１２８４.５MHzの部分で分けて使っているのでしょうかというのが１つと、

アマチュア無線やほかの無線システムを使っていると思うのですが、衛星など

とはどういうふうに周波数共用をされているんでしょうか。 

 そして、ＦＰＵとも周波数帯がかぶっているんですよね。こちらとの共用は

どうされているのか、教えていただければと思います。 

○伊藤補佐 電波政策課の伊藤でございます。１点目の質問でございますが、

お見込みのとおりで、分けて使っているということになります。 

 もう一つの質問でございますが、一般論的になってしまうかもしれませんが、

まず、この周波数帯のアマチュア無線については、２次業務ですので、ほかの

１次業務であるシステムに有害な混信を与えない運用を行うということを条件

に免許しておりますので、免許人が運用の際に気をつけて使うということです。

そのほかのシステムにつきましては、技術的な共用検討を行った上で免許され

ておりまして、その結果に基づきまして、例えば空中線電力や運用方法などの

条件が定められており、また、利用者間で運用調整を行うといったこともござ

います。 

 以上でございます。 

○眞田特別委員 分かりました。ありがとうございます。 

○林部会長 ありがとうございました。ほかにいかがでございましょう。よろ

しゅうございますか。 

 もしよろしければ私からも１点、ふだんは司会進行に徹しているんですけど、

非常に関心のあるところがございまして、まさにこの帯域、７１４MHzから１.

４GHz周波数帯のアマチュア無線のところでございます。５ページの図の真ん中

辺りに令和３年度と令和５年度のアマチュア無線の無線局数の推移が示されて
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おりますが、僅か２年で６,０００局も減少しているということでございます。

アマチュア無線はかねてより、人口減少や高齢化、ネットの発展、趣味の多様

化等々の理由でアマチュア無線家の人口は減少、かつ高齢化しているとのこと

で、アマチュア無線というのは非常に大事なものでありますが、なかなかこの

動きは今後も変わっていかないのではないかというふうに思います。 

 そう考えますと、ピーク時の４分の１近い数字まで利用者が減少していると

いうことを聞きましたので、周波数の効率的な利用に向けて、アマチュア向け

の周波数帯の全体について、将来的な周波数の割当ての見直しや、さらなる共

用化の推進に向けた検討を進めてもよい時期ではないかということを親会にも

かねてより申し上げたところでございます。この有効利用評価部会におきまし

ても、この点をさらに強調しておきたいと思うのですが、この点につきまして、

よろしければ原課のほうのお考えなり御示唆をいただければと思います。 

 以上です。 

○伊藤補佐 電波政策課の伊藤でございます。アマチュア無線ですが、無線を

使ったコミュニケーションと技術探求の趣味として、またワイヤレス人材育成

の裾野を広げるのに資するのではないかということで、昨年も制度改正を行い

まして、例えばアマチュア局の開設、運用までの期間を大幅に短縮できるよう

な制度の見直しあるいはアマチュア無線の入り口を広く開いて、体験しやすく

できるような制度の見直しを行ってきた次第でございます。一方で、先生の御

指摘のとおりでございまして、今後国際的な電波利用の動向や今後のアマチュ

ア無線の動向等を注視しながら、今後のアマチュア無線用の周波数の割当てや

周波数の共用については考えていきたいと、このように考えております。 

○林部会長 ありがとうございます。アマチュア無線家の方々というのは、も

ともとアマチュア無線というのは、その名のとおり、研究と趣味のための無線

ですけれども、無線活用の黎明期には、一般的には役に立たないと思われてい



                 

-45- 

た短波帯が長距離通信に使えることを見いだしたりとか、インターネット普及

前の９０年代には、既に無線を使った全国ネットワークを確立したりするなど

といった形でアマチュア無線家には、我が国の通信技術の発展を牽引してきた

という自負をお持ちの方がたくさんおられますし、実際それは事実なのだろう

と思いますので、今おっしゃった方向性につきまして私も同じような見解でお

りますが、そのような方向性を現実の施策にするには、アマチュア無線家の方

や、あるいは団体の方の周知あるいは理解を進めながら進めていただければな

というふうに思いますので、併せてよろしくお願いいたします。どうもありが

とうございました。 

 ほかに御質問等よろしゅうございますか。 

 それでは、時間も押している関係もございますので、続きまして、３０－３

－２の１１ページ目から２つ目の区分、１.４GHz超３.４GHz以下の部分につい

ていかがでしょうか。 

○笹瀬代理 笹瀬です。よろしいでしょうか。 

○林部会長 笹瀬先生、お願いします。 

○笹瀬代理 １２ページの一番左側のグラフで地域広帯域移動無線アクセスシ

ステム、ＢＷＡに関してですが、この増加分を見ると、令和３年度から比べて

も約３割増、それから移動局に関しては６５％増しと、かなり大きくなってい

て、かつ４年前、令和元年と比べると約４倍程度増えています。この増え方に

対して、実際伝送レートが落ちる、つながりにくいなどの問題が生じていない

のかが１点目の質問です。 

 それから、もう１点目は１４ページの一番下のところに、アクションプラン

において、ＢＷＡに関して音声利用を認める方向で検討を行う、また、ドロー

ン等の上空利用に関しても可能となるように、令和６年度までに技術的検討を

開始すると書いてありますが、この進捗状況を教えていただくとありがたいの
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ですが。質問はこれら２点です。よろしくお願いします。 

○伊藤補佐 まず１点目につきまして、電波政策課、伊藤からお答えいたしま

す。 

 御指摘のとおり、令和３年度調査から約１０万局増加しておりますが、この

増加の内訳を見ますと、増加局数の約９割を４人の免許人が占めておりまして、

関東総合通信局と近畿総合通信局の一部の地域で大多数、８６％の無線局が開

設されている状況となっております。これらの地域ＢＷＡ事業者が、各地域の

利用者の需要に応じて順次基地局の整備を行っているため、無線局数が大きく

伸びているものと認識しております。 

 また、御質問のところですが、これまで地域ＢＷＡ事業者から、運用に際し

て伝送レートの低下等に対する特段の要望は寄せられていないところでござい

ます。 

○田野周波数調整官 では続きまして、２点目について、電波政策課の田野か

ら御回答申し上げます。 

 まずＢＷＡの音声利用に関しましては、具体的なニーズを踏まえて検討を進

めていければと考えております。また、ＢＷＡの上空利用につきましては、昨

年度、技術試験事務を実施しまして、本年度夏頃には情報通信審議会での議論

を開始できればと考えております。 

 以上でございます。 

○笹瀬代理 どうもありがとうございました。よく分かりました。 

 以上です。 

○林部会長 ありがとうございました。ほかにいかがでしょうか。 

○石山特別委員 石山です。 

○林部会長 石山先生、お願いします。 

○石山特別委員 よろしくお願いします。大変細かいところの質問で恐縮です
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が、１３ページのところで、令和５年３月末公衆ＰＨＳサービス終了で、新た

な周波数の割当てについてという記述がその他のポイントの１つ目にございま

すが、１２枚目のスライドで、公衆ＰＨＳサービスは、減ってはいるが、まだ

令和５年度も随分あり、令和５年度の段階でなぜまだたくさんあるのでしょう

か。 

○伊藤補佐 電波政策課、伊藤でございます。調査時点が令和５年４月１日に

なっておりまして、令和５年３月末に公衆ＰＨＳサービス自体は終了しており

ますが、４月１日時点でも無線局は存在しておりまして、その後、免許人から

廃止の手続が進みました。その後、５月末日時点では全ての無線局が廃局とな

っている次第です。 

○石山特別委員 そういうことですか。よく分かりました。ありがとうござい

ます。 

○林部会長 ありがとうございます。ほかにいかがでございましょう。 

○池永特別委員 池永です。よろしいでしょうか。 

○林部会長 池永先生、お願いします。 

○池永特別委員 １７ページをお願いいたします。Ｎ－ＳＴＡＲ衛星移動通信

システムに関してですが、一番下の部分、周波数再編アクションプラン（令和

５年度版）の部分で、既存の衛星移動通信システムの高度化システムへの移行

状況等を踏まえ、ダイナミックな周波数共用の適用を含め、移動通信システム

の導入の可能性について検討を進めるというふうにありますが、現状この検討

状況はどのようになっているかというのを、よろしければ教えていただけます

か。 

○田野周波数調整官 電波政策課の田野でございます。まず端的に申し上げれ

ば、現時点で具体的な検討には至っておりません。Ｎ－ＳＴＡＲの人工衛星は、

調査結果でお示ししているように、現在２局が運用されております。このうち
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の１局が既存システム、もう１局が令和２年に打ち上げられた高度化システム

の人工衛星となっております。この高度化システムは昨年１０月にサービスを

開始いたしまして、現在、既存システムから高度化システムへの移行が進めら

れているところです。陸上の移動通信システムは、この高度化システムとの間

で共用の検討を行うことを想定しておりまして、アクションプランに記載があ

りますように、移行状況を見ながら、今後具体的な検討を判断したいというふ

うに考えております。 

 以上でございます。 

○池永特別委員 分かりました。ありがとうございます。 

 一方で、１２ページの部分を見ますとＮ－ＳＴＡＲの局数自体は非常に多く

なっておりますが、先ほどの部分で周波数共用等を進めていく場合、これらの

局にも何らかの影響があるのでしょうか。 

○田野周波数調整官 現時点で具体的な比率までは分かりませんが、このＮ－

ＳＴＡＲ衛星移動通信システムの携帯移動地球局というのが、既存システムと

高度化システムそれぞれございますので、これが順次入れ替わっていって、高

度化システムに置き換わった段階で共用の検討を進めていく必要があるという

ふうに考えております。 

 以上でございます。 

○池永特別委員 なるほど、分かりました。ありがとうございます。 

○林部会長 ありがとうございました。ほかにいかがでしょうか。 

○眞田特別委員 眞田です。よろしいでしょうか。 

○林部会長 眞田先生、お願いします。 

○眞田特別委員 １９ページのところで、この周波数帯、ローカル５Ｇのアン

カーバンドとして使ったり、あるいは自営のＬＴＥを使っているということな

のですが、アンカーバンドとして使っている例というのはどのくらいあるので



                 

-49- 

しょうか。 

○伊藤補佐 電波政策課の伊藤でございます。御質問いただいた自営とＢＷＡ

の調査票の回答は免許人の単位となりますので、正確な値を把握していないと

ころですが、調査票の回答結果を見ますと、全ての無線局をローカル５Ｇのア

ンカーとして利用していると回答した免許人が約５０％で１６者、一部の無線

局をローカル５Ｇのアンカーとして利用していると回答した免許人が約１０％

で３者、これらの免許人と無線局数から推測となりますが、およそ４０局、自

営等のＢＷＡ全体の６割ぐらいがローカル５Ｇのアンカーバンドで使用されて

いると推測されます。 

○眞田特別委員 分かりました。ありがとうございます。 

○林部会長 ありがとうございました。ほかはよろしゅうございましょうか。 

 それでは、続きまして３つ目の区分、３０－３－２の２０ページ目からの部

分ですが、これについていかがでしょうか。 

○若林特別委員 よろしいでしょうか。 

○林部会長 若林先生、お願いします。 

○若林特別委員 よろしくお願いします。私の質問は、２２ページ目のポイン

トの矢羽根の２つ目です。５GHz帯の無線アクセスシステムについてですが、こ

こに関しましては注１で、アクションプランのほうで、５Ｇへの割当てに向け

て新たな開設期限を令和７年度末ということで、今後実際に５Ｇへの技術的条

件を令和５年度内をめどにまとめ、そして既存のシステムについては他のシス

テムへの移行等の検討を進めるというふうに書かれています。 

 この調査結果では、減少はしているものの、１万３,８５５局はまだ残ってい

るという状態で、たしか公共業務用については最後の期限まで使いたいという

意向があり、無線局の数自体も増加の予定というような結果が出ていたかと思

うのですが、この辺りの全体の検討の進捗状況を教えていただければと思いま
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す。どうぞよろしくお願いいたします。 

○田野周波数調整官 電波政策課の田野でございます。５GHz帯の無線アクセス

につきましては、今後移行していただくということになっております。従来の

周波数再編では、あるシステムから別のシステムにまとめて移行することが一

般的でしたが、５GHz帯無線アクセスシステムにつきましては、システム名称こ

そ同じですが、通信容量や通信距離、通信頻度、伝送する情報等、利用形態が

非常に多岐にわたっているシステムになっております。したがって、何か一つ

のシステムに移行することが非常に困難というのが実情です。 

 このため、登録人において、利用目的や利用形態に合わせて、適切な移行先

のシステムを選択、判断していただく必要がございます。総務省では、移行先

の候補として考えられるシステムとして、無線ＬＡＮやＬＰＷＡ、固定マイク

ロ回線、別の周波数帯の無線アクセスシステム、それからローカル５Ｇ、ある

いは携帯電話や光ファイバーといった電気通信サービスの利用など、通信容量

や通信距離等で幾つか類型をいたしまして、既存の登録人に対して情報提供を

行っておりまして、登録人が移行先を検討する際に参考にできるような取組を

進めているところでございます。 

 以上でございます。 

○若林特別委員 ありがとうございました。一律にいかないというような問題

があるという点、理解しました。どうもありがとうございました。 

○林部会長 ありがとうございました。ほかにいかがでございましょう。 

○中野特別委員 中野です。私も２２ページのところで御質問させていただけ

ればと思います。 

 ２２ページで、下にその他のポイントというところがありまして、２つ目の

６GHz帯無線ＬＡＮについては、アスタリスクの２に書いてあるのですが、注意

書きで、アクションプランとして無線ＬＡＮの屋外利用も含めて６.５GHz帯へ
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の周波数帯域の拡張に係る周波数共用などの検討を進め、諸外国の動向やＷＲ

Ｃ－２３におけるＩＭＴ特定周波数帯に留意しつつ、令和６年度をめどに技術

的条件を取りまとめるとされております。対象の帯域として、Ｃ、Ｄ、Ｍバン

ドなどの放送事業用システム、６.５GHz帯の中の中継・エントランスシステム

が利用しているというふうに記載がございます。 

 ６.５GHzの中継エントランスシステムについては、公共業務用無線局の調査

結果において検討状況を確認させていただいておりますが、間にあります放送

事業用のＣ、Ｄ、Ｍバンドなどのシステム等の検討状況がどのようになってい

るのか御説明をいただければと思います。いかがでしょうか。 

○田野周波数調整官 電波政策課の田野でございます。資料の２０ページも御

覧いただければと思います。放送用のバンドにつきましては、６４２５MHz以上

のところで、放送事業用あるいは電気通信・公共・一般業務・放送事業と書い

てある、黄色と緑の部分が該当しております。この帯域につきましては、令和

５年度の技術試験事務におきまして、無線ＬＡＮと、この６.５GHz帯の放送事

業用を含めた固定局との周波数共用検討を実施しまして、自動的に周波数を調

整するＡＦＣと呼ばれるシステムの導入が、周波数を共用する上で有効だとい

うような結論が出ております。また、放送業務用Ｃバンド、Ｄバンドにつきま

しては、ＦＰＵが移動する形で運用されておりまして、このＦＰＵが移動する

たびに無線ＬＡＮが利用できる周波数などが変化してしまいますので、さらな

るＡＦＣの効率的な仕組みの検討が必要ということで、今後の課題とされてお

ります。これらのことから、合意が得られた周波数帯を対象として、今年度を

めどに情報通信審議会において技術的条件の検討を行っていく予定でございま

す。 

 なお、この７０２５MHzから７１２５MHzにつきましては、ＷＲＣ－２３にお

いて、日本を含む地域において携帯電話用、ＩＭＴ用として特定されておりま
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すが、現在無線ＬＡＮの検討が進められていることもございますので、今後、

国内の携帯電話事業者、既存の無線局の免許人の方々の意向や今後の国際動向

を踏まえて検討を進めていく必要があると思っております。 

 以上でございます。 

○中野特別委員 どうも丁寧な御説明ありがとうございます。共用も含めて国

際化などということも観点に入れながら、ぜひこれからも進めていただければ

と思います。 

 以上でございます。ありがとうございました。 

○林部会長 ありがとうございました。ほかにいかがでございましょう。 

○笹瀬代理 笹瀬です。よろしいでしょうか。 

○林部会長 笹瀬先生、お願いします。 

○笹瀬代理 ２５ページのローカル５Ｇについてお伺いしたいのですが、図の

右側のところにローカル５Ｇについて、ノンスタンドアローンと、それからス

タンドアローンの構成が示されていますが、免許人の数もしくは局数を見ると、

例えば無線局数は数年前に比べて約２０倍程度増えていて、それから免許人も

１０倍以上増えているのですが、この状況の下でローカル５ＧのＳＡの導入状

況についてお伺いしたいのが１点目です。 

 それからもう１点は、下側に書いてあるアクションプランで、さらに海上で

の利用可能性等のより柔軟な運用に向けて検討を行うとありますので、この検

討状況について、お分かりである範囲で教えていただけるとありがたいのです

が。以上２点です。 

○伊藤補佐 電波政策課の伊藤でございます。１点目についてお答えいたしま

す。 

 利用状況調査とは別に公表しております総務省の統計ですが、令和５年３月

末時点のＢＷＡとローカル５Ｇ両方に対応した基地局の開設数は８局、ローカ
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ル５Ｇのみに対応した基地局の開設数は６９３局となっております。これを踏

まえますと、推定ですが、ローカル５Ｇの現在の主流はＳＡ方式であるという

ふうに推察されます。 

○田野周波数調整官 続いて２点目について、田野から御説明いたします。ロ

ーカル５Ｇにつきましては、海上利用を除く共同利用の導入や免許手続の簡素

化等、柔軟な運用を可能とする技術的条件が昨年の１月に取りまとめられ、同

年８月に制度整備を行ったところです。一方で、海上利用については、公共業

務用無線局との干渉調整が必要なため、継続検討となっておりまして、令和５

年度版の周波数再編アクションプランにおいては、引き続き検討を行うとした

ところでございます。 

 その後、公共業務用無線局との干渉検討に見通しがつきましたことから、ロ

ーカル５Ｇの海上利用に加えまして、干渉影響の低減につながる電波伝搬パラ

メーターの精緻化や、端末からの伝送容量の向上につながるアップリンク比率

を増やした非同期運用を含めた検討を本年２月に再開しております。そして、

この４月に情報通信審議会の作業班において報告書案が取りまとめられており

まして、今後、委員会への報告、パブリックコメントを経て、技術的条件が取

りまとめられる見通しでございます。 

 以上でございます。 

○笹瀬代理 どうもありがとうございました。順調に進んでいるようで、うれ

しく思います。 

 以上です。 

○林部会長 ありがとうございました。ほかにいかがでしょう。 

○石山特別委員 石山です。 

○林部会長 お願いします。 

○石山特別委員 Ｂバンドのところで教えていただきたいのですが、ページで
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いうと２８枚目、２９枚目のところで、映像ＳＴＬ、ＴＴＬ、ＴＳＬ、そして

２９枚目が映像ＦＰＵ、これらはいずれも一番下のところに参考ということで、

周波数再編アクションプランということを書いてくださっているのですが、参

考としてこれが書いてあるということは、２８枚目、２９枚目いずれも移行対

象なのだろうと思っているのですが、移行先や移行状況はアクションプランを

踏まえて現在どういう状況になっているのかというのを教えていただけないで

しょうか。 

○田野周波数調整官 電波政策課の田野でございます。アクションプランで移

行の対象としている５８８８MHzから５９２５MHzは、現在、ＳＴＬ、ＴＴＬ、

ＴＳＬと呼ばれる放送事業用の固定局に割り当てられておりまして、移行はこ

の固定局のみを対象として検討を進めているところです。なお、直近でレベル

４の自動運転トラックの実証が計画されておりまして、この計画地である新東

名高速の一部区間について、先行して移行先周波数の検討を完了しておりまし

て、令和５年度補正予算による基金を活用して、順次対象地域で周波数の移行

を進めていく予定でございます。 

 以上でございます。 

○石山特別委員 分かりました。ありがとうございます。 

○林部会長 ありがとうございました。続きまして、いかがでしょう。 

○池永特別委員 池永です。よろしいでしょうか。 

○林部会長 お願いします。 

○池永特別委員 ３１ページ、３２ページをお願いしたいのですが、５.８５G

Hzから６.５７GHzの範囲の部分で、一番下の周波数再編アクションプランでは、

こちらの周波数帯に関して無線ＬＡＮの１１ｂｅ規格の導入に向けて他無線シ

ステムとの共用検討を進めて、令和５年度中をめどに制度整備を行うというふ

うになっているのですが、現状どのような状況になっているか教えていただけ
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ますでしょうか。 

○田野周波数調整官 電波政策課の田野でございます。この帯域における検討

状況ですが、広帯域無線ＬＡＮ、いわゆるＷｉ－Ｆｉ７と呼ばれるものにつき

ましては、昨年１２月に技術基準が策定され、制度整備が完了しております。

なお、情報通信審議会における無線ＬＡＮとＣバンドの衛星アップリンクとの

共用については、無線ＬＡＮの影響を受けるのは受信側の人工衛星局となりま

すので、衛星のサービスエリア内にランダムに無線ＬＡＮを配置して影響がな

いかというシミュレーションを重ねておりまして、干渉許容値を満足できると

いうような結論が得られているところでございます。 

 以上でございます。 

○池永特別委員 分かりました。制度整備に関してはもう完了しているという

ことでよろしいでしょうか。 

○田野周波数調整官 はい。完了しております。 

○池永特別委員 分かりました。ありがとうございます。 

○林部会長 ありがとうございました。ほかにいかがでしょうか。 

○眞田特別委員 眞田です。よろしいでしょうか。 

○林部会長 お願いいたします。 

○眞田特別委員 ２０ページで、高い周波数のところ、７１２５MHzから８４０

０MHzまでの周波数というのはＩＭＴ用に検討するということになっていると思

うのですが、ＷＲＣのほうでそのような記載がありましたが、今後日本でもそ

のような検討を進めていくのかということと、ＵＷＢは２次システムだと思う

のですが、２次システムのＵＷＢとどういうふうに検討するのかというのを、

もし見通しがあれば教えていただければと思うのですが。 

○田野周波数調整官 電波政策課の田野でございます。昨年１２月に開催され

ました世界無線通信会議ＷＲＣ－２３におきまして、７１２５MHzから８４００
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MHzまでの周波数帯をＩＭＴ用周波数として特定するための議題が設定されまし

た。この帯域には既存の無線システムも運用されており、お話にもありました

ようにＵＷＢも含めて様々なシステムございますので、今後ＷＲＣ－２７に向

けて我が国としてどのように対処していくのか、国内の利害関係者と調整しな

がら意見集約を進めてまいりたいと思います。また、今後こちらを携帯電話と

共用していくということになりましたら、必要に応じてＵＷＢも含めて、現在

の使用と、将来的にこちらに入ってくる携帯電話のスペックを踏まえまして技

術的な検討を進めていくのかなというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○眞田特別委員 分かりました。ありがとうございます。 

○林部会長 ありがとうございました。ほかにはよろしゅうございましょうか。 

 それでは、 

 最後の区分でございます。４５ページ目以下からの８.５GHz超１３.２５GHz

以下についていかがでしょうか。 

○笹瀬代理 笹瀬です。よろしいでしょうか。 

○林部会長 お願いいたします。 

○笹瀬代理 ４７ページ目のＢＳ放送についてお伺いします。下側のその他の

ポイントのところで、ＢＳ放送につきましては高度化の検討が進められている

と書いてありまして、さらにその下の米印の１のところ見ますと、アクション

プランの中に、２Ｋから４Ｋ放送への円滑な移行に向けて、２Ｋ放送を高度化

して４Ｋと同一トランスポンダに入れて、令和６年度までに制度整備を行うと

書いてあるのですが、これは技術試験の結果を踏まえてと書いてありますので、

技術試験の検討状況につきまして、分かる範囲で教えていただけるとありがた

いです。 

○田野周波数調整官 電波政策課の田野でございます。まず背景から申し上げ
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ますと、現在ＢＳ放送を行っている周波数においては、特に右旋の帯域、右側

に回っていくような帯域が、利用可能な周波数帯域が逼迫しております。この

ため総務省では、映像符号化方式を高度化して帯域の効率化を図るための技術

試験を令和３年度まで実施してきました。こちらの結果を踏まえ、昨年度より、

デジタル時代における放送制度の在り方に関する検討会のワーキンググループ

における検討を開始いたしまして、本年夏頃をめどにお取りまとめいただく予

定です。その後、総務省において本年度内を目途に制度整備を行っていく予定

としております。 

 以上でございます。 

○笹瀬代理 ありがとうございました。そうしますと、現状使っている２Ｋの

放送が同じくらいの帯域で、トランスポンダに積んで、４Ｋで放送ができると

いう理解でよろしいでしょうか。 

○田野周波数調整官 帯域が収まるかどうか、現在数字を持っておりませんが、

４Ｋも見据えて検討を進めているところでございます。 

○笹瀬代理 分かりました。どうもありがとうございます。 

○林部会長 ありがとうございました。ほかにいかがでしょう。 

○若林特別委員 よろしくお願いします。 

○林部会長 お願いします。 

○若林特別委員 私の質問は４９ページと５０ページ、沿岸監視用レーダーに

関するもので、いずれも一番下の部分にアクションプランが引用されていまし

て、周波数帯域の拡張の検討や高度化を実施し、技術基準を策定するというこ

とになっていますが、現在の状況はどうか、進捗状況はどうかということをお

教えいただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

○田野周波数調整官 電波政策課の田野でございます。既存のＸ帯の沿岸監視

レーダーは９７５０MHz帯を使用しております。今回この上側の帯域を拡張しま



                 

-58- 

して、９８００MHzから１万MHz、１０GHzまでの周波数を利用できるよう、本年

４月より情報通信審議会において検討を開始しておりまして、秋頃に技術的条

件をお取りまとめいただく想定でございます。技術的条件が取りまとまりまし

たら、本年度中に関係規定の整備を行っていく予定でございます。 

 以上でございます。 

○若林特別委員 かなり具体的な日程で検討が進んでいるということがよく分

かりました。どうもありがとうございます。 

○林部会長 ありがとうございます。ほかにいかがでございましょう。 

○中野特別委員 時間も押してしておりますが、中野からもう一つだけ聞かせ

てください。 

○林部会長 お願いします。 

○中野特別委員 今の４９、５０ページの次、５１、５２ページ辺りのところ

ですが、気象レーダーについてのお話や報告が書かれていると思いますが、両

ページの一番下のところにやはりアクションプランの記載があり、９.７GHz帯

気象レーダーの狭帯域の技術的検討を進め、令和５年度中に制度整備を行うと

いうふうに記述がございます。具体的にどの程度の狭帯域化をされるのか、ま

た制度整備の状況などについて教えていただければ幸いです。 

○田野周波数調整官 電波政策課の田野でございます。まず帯域についてです

が、既存システムの占有周波数帯幅の許容値は４.４MHz幅、次世代システムの

許容値が４.２５MHz幅となっておりまして、多少狭帯域化された程度というの

が実情でございます。一方で、既存システムでは１回の観測に要する時間が５

分から１０分程度、分解能が約２km四方の精度であったものが、次世代システ

ムでは、１回の観測に要する時間が３０秒から１分程度、分解能が約１００ｍ

四方の精度に大幅に向上しておりまして、周波数の効率的な利用につながって

いると考えております。 
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 また、制度整備の状況につきましては、本年１月に情報通信審議会から技術

的条件の一部答申を得ておりまして、先週の１１日から来月の中旬まで、電波

法関係審査基準の改正案についてパブリックコメントを実施しているところで

す。このパブリックコメント終了後、大きな問題がなければ、本年夏頃に制度

改正を行う予定でございます。 

 以上でございます。 

○中野特別委員 御丁寧な御説明どうもありがとうございました。狭帯域化は

それほど大きくはないものの、逆にテクノロジーの進歩がそれを上回って、効

率よい帯域の利用が考えられるということでお話承りました。今後もよろしく

お願いいたします。 

 以上でございます。 

○林部会長 ありがとうございます。 

 すみません、予定した時間をかなり超過しているわけですけれども、ほかに

御質問等ございますでしょうか。 

○池永特別委員 池永です。すみません、時間がない中、１点だけよろしいで

しょうか。 

○林部会長 ぜひお願いします。 

○池永特別委員 ４７ページ、その他のポイントの部分に、１０GHz帯で衛星コ

ンステレーションによる利用というのが書かれているんですが、４５ページの

帯表で、コンステレーションに関する帯域というのは、この中のどの部分に当

たりますでしょうか。見当たらないような気がいたしまして、もしここに別途

記載すべきであれば、書いていただくとよいかと思いました。 

○田野周波数調整官 電波政策課の田野でございます。オレンジのところ、電

通・公共業務の固定衛星のダウンリンクのところを衛星コンステレーションで

も使うということになっておりまして、そちらで検討を進めているところでご
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ざいます。 

 以上です。 

○池永特別委員 分かりました。ありがとうございます。もしサービス別に別

途、帯をつくったほうがいいようであれば、御検討いただければというふうに

思った次第です。 

 以上です。 

○田野周波数調整官 検討させていただきます。 

○林部会長 ありがとうございます。御検討いただければと思います。 

 ほかによろしゅうございますか、追加の御質問、御意見等。今すぐでなくて

も、後刻事務局までメールをお送りいただいても結構ですので、何かございま

したら、ぜひお寄せいただければと思います。 

 それでは、本件報告は終了したいと思います。伊藤補佐、どうもありがとう

ございました。 

 本件４区分の調査結果につきましては、本日の御議論も踏まえまして、次回

の部会において評価結果（案）の検討を行いたいと思いますので、事務局のほ

うで御準備をお願いいたします。 

○宮良幹事 事務局でございますが、承知いたしました。 

 

閉    会 

 

○林部会長 本日の議事としては以上となります。 

 それでは最後に、事務局から事務連絡がございましたらお願いします。 

○宮良幹事 事務局でございます。２点御連絡いたします。 

 １点目、林部会長から御案内がございました議題の（１）（２）に係る評価案

につきまして、追加の修正の御意見等ございましたら頂戴できればと思います。
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また、本日御指摘の部分につきましては、事務局で修正案検討の上、改めて先

生方にお諮りできればと思います。 

 また、ただいまの４区分の調査結果に関する追加の御質問につきましても、

別途御質問等ございましたら、こちらにつきましては１週間後の４月２６日金

曜日までをめどに、事務局までメールを頂けたらと思います。 

 ２点目でございます。次回の部会につきましては、５月７日火曜日、夜の１

８時からを予定してございます。 

 事務局からの連絡は以上でございます。 

○林部会長 ありがとうございます。 

 それでは、本日の有効利用評価部会を閉会いたします。次回の部会は５月７

日火曜日の１８時からとなりますので、遅い時間からで恐縮でございますけれ

ども、よろしくお願いいたします。 

 それでは、本日、大変長い時間、どうもありがとうございました。引き続き

よろしくお願いいたします。 

 

 


